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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白色光を出射する第１の光源部と、
　前記白色光の波長帯域に含まれる複数の所定の波長帯域のレーザ光を出射する第２の光
源部と、
　前記第２の光源部から出射されたレーザ光を拡散することにより２次光源を生成する拡
散部材と、
　前記第１の光源部から出射された白色光と前記２次光源から出射されたレーザ光とを合
波するダイクロイックミラーと、
を備え、
　前記拡散部材は、前記ダイクロイックミラーにより合波された光が入射するライトガイ
ドの入射端面において前記白色光と前記レーザ光とのビーム径及び入射角が略同一となる
ように、前記レーザ光を拡大させ、
　前記ダイクロイックミラーは、前記白色光における前記レーザ光に対応する波長帯域の
成分を減衰させるとともに、前記レーザ光に対応する波長帯域の成分が減衰された前記白
色光に対して前記レーザ光を合波する、照明装置。
【請求項２】
　前記第１の光源部から出射された白色光を略平行光とする第１のコリメート光学系と、
　前記拡散部材から出射されたレーザ光を略平行光とする第２のコリメート光学系と、
を更に備え、
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　前記ダイクロイックミラーは、前記第１のコリメート光学系によって略平行光に変換さ
れた白色光と、前記第２のコリメート光学系によって略平行光に変換されたレーザ光と、
を合波する、請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第２の光源部から出射されたレーザ光を光ファイバに結合させる結合光学系と、
　前記光ファイバから出射されたレーザ光を略平行光とする第３のコリメート光学系と、
を更に備え、
　前記拡散部材は、前記第３のコリメート光学系から出射されたレーザ光を拡散すること
により２次光源を生成する、請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記ダイクロイックミラーによって合波された光をライトガイドの入射端に結像するコ
ンデンサ光学系、を更に備え、
　前記コンデンサ光学系は、前記ライトガイドの入射端に結像される前記２次光源の像の
大きさが、前記ライトガイドの入射端の直径と略同一になるように、前記２次光源からの
光を前記ライトガイドの入射端に結像する、請求項１～３のいずれか１項に記載の照明装
置。
【請求項５】
　前記第２の光源部は複数のレーザ光源を有し、
　前記複数のレーザ光源は、赤色レーザ光を出射する赤色レーザ光源、緑色レーザ光を出
射する緑色レーザ光源、及び青色レーザ光を出射する青色レーザ光源、を少なくとも含む
、請求項１～４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第２の光源部は複数のレーザ光源を有し、
　前記複数のレーザ光源の駆動がそれぞれ独立に制御されることにより、前記ダイクロイ
ックミラーによって合波された光の色温度が調整される、請求項１～５のいずれか１項に
記載の照明装置。
【請求項７】
　前記第２の光源部を構成するレーザ光源のうちの少なくとも１つは、観察部位の蛍光観
察に用いられる励起光に対応する波長帯域のレーザ光を出射する、請求項１～６のいずれ
か１項に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記第２の光源部から出射されるレーザ光とは異なる波長帯域の光を出射する第３の光
源部、を更に備え、
　前記第１の光源部から出射された白色光と前記第３の光源部から出射された光とが合波
された光が前記ダイクロイックミラーに入射し、
　前記ダイクロイックミラーによって、前記第１の光源部から出射された白色光と前記第
３の光源部から出射された光とが合波された光と、前記第２の光源部から出射されるレー
ザ光と、が更に合波される、請求項１～７のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記第１の光源部及び前記第３の光源部はＬＥＤによって構成される、請求項８に記載
の照明装置。
【請求項１０】
　第１の光源部、第２の光源部、拡散部材、ダイクロイックミラー及び制御部を備える照
明装置における照明方法であって、
　前記制御部が前記第１の光源部の駆動電流を制御して、前記第１の光源部から白色光を
出射させることと、
　前記制御部が前記第１の光源部の駆動電流を制御して、前記第２の光源部から、前記白
色光の波長帯域に含まれる複数の所定の波長帯域のレーザ光を出射させることと、
　前記拡散部材によって前記第２の光源部から出射されたレーザ光を拡散することにより
２次光源を生成することと、
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　前記ダイクロイックミラーによって、前記第１の光源部から出射された白色光と前記２
次光源から出射されたレーザ光とを合波することと、
を含み、
　前記拡散部材は、前記ダイクロイックミラーにより合波された光が入射するライトガイ
ドの入射端面において前記白色光と前記レーザ光とのビーム径及び入射角が略同一となる
ように、前記レーザ光を拡大させ、
　前記ダイクロイックミラーは、前記白色光における前記レーザ光に対応する波長帯域の
成分を減衰させるとともに、前記レーザ光に対応する波長帯域の成分が減衰された前記白
色光に対して前記レーザ光を合波する、照明方法。
【請求項１１】
　患者の術野に照射される白色光及び励起光の少なくともいずれかを出力する照明装置、
を備え、
　前記照明装置は、
　白色光を出射する第１の光源部と、
　前記白色光の波長帯域に含まれる、前記励起光に対応する波長帯域を含む複数の所定の
波長帯域のレーザ光を出射する第２の光源部と、
　前記第２の光源部から出射されたレーザ光を拡散することにより２次光源を生成する拡
散部材と、
　前記第１の光源部から出射された白色光と前記２次光源から出射されたレーザ光とを合
波するダイクロイックミラーと、
を備え、
　前記拡散部材は、前記ダイクロイックミラーにより合波された光が入射するライトガイ
ドの入射端面において前記白色光と前記レーザ光とのビーム径及び入射角が略同一となる
ように、前記レーザ光を拡大させ、
　前記ダイクロイックミラーは、前記白色光における前記レーザ光に対応する波長帯域の
成分を減衰させるとともに、前記レーザ光に対応する波長帯域の成分が減衰された前記白
色光に対して前記レーザ光を合波する、観察装置。
【請求項１２】
　前記観察装置は、患者の体腔内に挿入され、前記照明装置からの出力光が内部を導光さ
れるとともに、前記体腔内の術野に対して前記出力光を照射する鏡筒、を更に備える、内
視鏡装置である、請求項１１に記載の観察装置。
【請求項１３】
　前記励起光よりも長波長帯域であって前記励起光による蛍光の波長帯域を含む光に基づ
いて第１の画像を生成する長波長帯域画像生成部と、
　前記蛍光よりも短波長帯域であって前記励起光の波長帯域を含む光に基づいて第２の画
像を生成する短波長帯域画像生成部と、
を更に備える、請求項１１又は１２に記載の観察装置。
【請求項１４】
　白色光による術野の通常観察像が得られる通常観察モードにおいては、
　前記第１の光源部及び前記第２の光源部がともに駆動され、
　前記第１の画像と前記第２の画像とが合成されることにより、前記通常観察像が得られ
る、請求項１３に記載の観察装置。
【請求項１５】
　前記通常観察モードでは、前記第１の画像のＲＧＢ値と前記第２の画像のＲＧＢ値とが
足し合わされることにより前記通常観察像が生成される、請求項１４に記載の観察装置。
【請求項１６】
　励起光による術野の蛍光観察像が得られる特殊観察モードにおいては、
　前記第１の光源部及び前記第２の光源部のうち前記第２の光源部のみが駆動され、
　前記第２の画像が前記蛍光観察像として得られる、請求項１３～１５のいずれか１項に
記載の観察装置。
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【請求項１７】
　白色光による術野の通常観察像と、励起光による術野の蛍光観察像と、が同時に得られ
る通常／特殊観察モードにおいては、
　前記第１の光源部及び前記第２の光源部がともに駆動され、
　前記第１の画像と前記第２の画像とが合成されることにより、前記通常観察像と前記蛍
光観察像とが重ね合わされた画像が得られる、請求項１３～１６のいずれか１項に記載の
観察装置。
【請求項１８】
　前記通常／特殊観察モードでは、前記第１の画像のＲ値と前記第２の画像のＧＢ値とが
足し合わされることにより、前記通常観察像と前記蛍光観察像とが重ね合わされた画像が
生成される、請求項１７に記載の観察装置。
【請求項１９】
　前記短波長帯域画像生成部は、前記励起光に対応する波長帯域の成分が減衰又は除去さ
れた光に基づいて前記第２の画像を生成し、
　前記通常／特殊観察モードでは、前記第１の画像のＲＧＢ値と前記第２の画像のＲＧＢ
値とが足し合わされることにより、前記通常観察像と前記蛍光観察像とが重ね合わされた
画像が生成される、請求項１７に記載の観察装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、照明装置、照明方法及び観察装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡装置や顕微鏡装置等の患者の術野を観察する観察装置の光源として、これ
まで広く用いられてきたランプ光源に代えて、レーザが用いられつつある。光源としてレ
ーザを使用する利点としては、例えば、光源の電気光変換効率が高いために低消費電力化
が期待できることや、波長帯域が狭いことから、血管などの組織の光吸収特性と組み合わ
せ、特定組織の強調観察がしやすくなること等が挙げられる。更に、内視鏡装置において
レーザを光源として利用する場合には、例えば、ライトガイドへの光結合効率が高いこと
から低消費電力化がより期待できることや、レーザ光の指向性の高さから細径ライトガイ
ドへの光結合効率が高く細径の内視鏡挿入部を実現できること等が、更なる利点として挙
げられる。
【０００３】
　ここで、レーザ光を用いた観察においては、その観察像の画質を向上させるために様々
な技術が開発されている。例えば、レーザ光によって物体を照射し、その照射野を観察し
た場合、レーザ光の可干渉性の高さに起因して、明暗の斑点模様が現れることがある。こ
の現象は、物体の粗面でランダムな光の干渉が起こり、ランダムな強度分布を持った干渉
パターンが現れるために発生する。このような斑点模様はスペックル（ｓｐｅｃｋｌｅ）
ノイズと呼ばれ、照射野観察の妨げとなり得る。そこで、スペックルノイズの発生を抑制
し、より高品質な観察像を得るために、下記特許文献１～特許文献５に例示する技術が提
案されている。
【０００４】
　例えば下記特許文献１では、コヒーレンス長以上の光路差長を有する複数本の光ファイ
バを束ねたバンドルファイバをノイズ低減装置として利用する内視鏡システムが開示され
ている。
【０００５】
　例えば下記特許文献２では、強度変調したレーザ光を光ファイバで出力するモジュール
を複数台使用し、それぞれの光ファイバを束ね、更に単一の光ファイバに光結合する内視
鏡用光源装置が開示されている。
【０００６】
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　例えば下記特許文献３には、光源である半導体レーザに供給する駆動電流に高周波信号
を重畳して半導体レーザを多モード発振させる高周波重畳手段を備えた照明装置が開示さ
れている。
【０００７】
　例えば下記特許文献４には、光ファイバを振動させる加振手段が内視鏡挿入部内に配置
された内視鏡が開示されている。
【０００８】
　例えば下記特許文献５には、得られた撮像画像を画像処理して観察画像として出力する
内視鏡システムが開示されている。
【０００９】
　一方、観察装置においては、白色光のような広波長帯域の光によって術野を観察する通
常観察モードと、所定の波長帯域の光（以下、狭帯域光とも呼称する）によって励起され
る蛍光を検出することにより術野内の当該蛍光が発せられた部位のみを集中的に観察する
特殊観察モードと、を切り替えられるものが存在する。このような観察装置では、観察モ
ードの切り替えに応じて、照射光が、白色光と狭帯域光との間で切り替えられることとな
る。
【００１０】
　ここで、白色光と狭帯域光とが切り替えられる場合には、これらの光は、同一の光軸上
を導光されて、術野に対して照射されることが望ましい。白色光と狭帯域光とが別々の光
路を辿って照射される場合には、術野に対する白色光の照射角度と狭帯域光の照射角度と
が互いに異なるものとなる可能性があり、通常観察モードで得られる観察像（通常観察像
）と、特殊観察モードで得られる観察像（蛍光観察像）とで、影の見え方が変化する等、
ユーザによる観察像の視認性が低下する恐れがあるからである。
【００１１】
　白色光と狭帯域光とを切り替え可能であり、かつ、これらの光が同一の光軸上を導光さ
れて照射される観察装置としては、下記特許文献６～特許文献９に例示するものが提案さ
れている。
【００１２】
　例えば下記特許文献６では、白色光又はレーザ光（すなわち狭帯域光）が、ハーフミラ
ーを介して同一の光軸上を導光される内視鏡装置が開示されている。
【００１３】
　例えば下記特許文献７では、白色光とレーザ光とが、白色光を透過させる透過部とレー
ザ光を反射する反射部とが組み合わされて構成される合波部材によって同一光軸上に合波
される内視鏡用光源装置が開示されている。
【００１４】
　例えば下記特許文献８、９では、白色光又はレーザ光が、ダイクロイックミラーを介し
て同一の光軸上を導光される内視鏡用光源装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】特開２００８－０４３４９３号公報
【特許文献２】特開２００９－２４０５６０号公報
【特許文献３】特開２０１０－０４２１５３号公報
【特許文献４】特開２０１０－１７２６５１号公報
【特許文献５】特開２０１２－００５７８５号公報
【特許文献６】特開２００９－１３１４９６号公報
【特許文献７】特開２０１２－０８１１３３号公報
【特許文献８】特開２００５－３４２０３３号公報
【特許文献９】特開２００６－０００１５７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、上記特許文献１では素線長さがそれぞれコヒーレンス長以上のバンドル
ファイバデバイス、上記特許文献２では複数ファイバ光源デバイス及び強度変調装置、上
記特許文献３では高周波重畳回路、上記特許文献４では機械的加振手段、上記特許文献５
では画像処理装置と、光源としての機能を実現するための構成に加えて更なる装置が必要
となるため、装置全体が大型化するとともに、スペックルノイズ低減（すなわち高画質化
）のためのコストが別途必要になってしまう。また、上記特許文献６～特許文献９に記載
の技術では、例えばスペックルノイズの低減については考慮されておらず、観察像の高品
質化について十分に検討がなされているとは言い難い。
【００１７】
　このように、患者の術野を観察する観察装置においては、観察用途に応じて照射光の波
長帯域を切り替えることと、より高品質な観察像を得ることと、をともに実現する技術に
ついては、これまで十分に検討がなされていなかった。そこで、本開示では、照射光の波
長帯域を切り替えることと、より高品質な観察像を得ることと、を両立させることが可能
な、新規かつ改良された照明装置、照明方法及び観察装置を提案する。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本開示によれば、白色光を出射する第１の光源部と、前記白色光の波長帯域に含まれる
複数の所定の波長帯域のレーザ光を出射する第２の光源部と、前記第２の光源部から出射
されたレーザ光を拡散することにより２次光源を生成する拡散部材と、前記第１の光源部
から出射された白色光と前記２次光源から出射されたレーザ光とを合波するダイクロイッ
クミラーと、を備え、前記ダイクロイックミラーは、前記白色光における前記レーザ光に
対応する波長帯域の成分を減衰させるとともに、前記レーザ光に対応する波長帯域の成分
が減衰された前記白色光に対して前記レーザ光を合波する、照明装置が提供される。
【００１９】
　また、本開示によれば、第１の光源部から白色光を出射することと、第２の光源部から
、前記白色光の波長帯域に含まれる複数の所定の波長帯域のレーザ光を出射することと、
拡散部材によって前記第２の光源部から出射されたレーザ光を拡散することにより２次光
源を生成することと、ダイクロイックミラーによって、前記第１の光源部から出射された
白色光と前記２次光源から出射されたレーザ光とを合波することと、を含み、前記ダイク
ロイックミラーは、前記白色光における前記レーザ光に対応する波長帯域の成分を減衰さ
せるとともに、前記レーザ光に対応する波長帯域の成分が減衰された前記白色光に対して
前記レーザ光を合波する、照明方法が提供される。
【００２０】
　また、本開示によれば、患者の術野に照射される白色光及び励起光の少なくともいずれ
かを出力する照明装置、を備え、前記照明装置は、白色光を出射する第１の光源部と、前
記白色光の波長帯域に含まれる、前記励起光に対応する波長帯域を含む複数の所定の波長
帯域のレーザ光を出射する第２の光源部と、前記第２の光源部から出射されたレーザ光を
拡散することにより２次光源を生成する拡散部材と、前記第１の光源部から出射された白
色光と前記２次光源から出射されたレーザ光とを合波するダイクロイックミラーと、を備
え、前記ダイクロイックミラーは、前記白色光における前記レーザ光に対応する波長帯域
の成分を減衰させるとともに、前記レーザ光に対応する波長帯域の成分が減衰された前記
白色光に対して前記レーザ光を合波する、観察装置が提供される。
【００２１】
　本開示によれば、白色光を出射する第１の光源部と、白色光の波長帯域に含まれる複数
の所定の波長帯域のレーザ光を出射する第２の光源部と、が設けられる。従って、これら
の光源部の駆動を適宜制御することにより、照射光の波長帯域を切り替えることができる
。また、第２の光源部から出射される複数の波長帯域のレーザ光の光路上に、レーザ光を
拡散する拡散部材が設けられる。当該拡散部材によって、各レーザ光の発散角が統一され
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るため、当該レーザ光、又は当該レーザ光と白色光とが合波された光を照射する際に、色
むらを低減することができ、観察像の品質をより向上させることができる。このように、
本開示によれば、照射光の波長帯域を切り替えることと、より高品質な観察像を得ること
と、を両立させることが可能になる。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように本開示によれば、照射光の波長帯域を切り替えることと、より高品
質な観察像を得ることと、を両立させることが可能になる。なお、上記の効果は必ずしも
限定的なものではなく、上記の効果とともに、又は上記の効果に代えて、本明細書に示さ
れたいずれかの効果、又は本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１の実施形態に係る照明装置の一構成例を示す図である。
【図２】図１に示す照明装置からの出力光が入射するライトガイドの構成について説明す
るための説明図である。
【図３】図１に示す照明装置のダイクロイックミラーの特性について説明するための説明
図である。
【図４】図１に示す照明装置のダイクロイックミラーの特性について説明するための説明
図である。
【図５】図１に示す照明装置のダイクロイックミラーの特性について説明するための説明
図である。
【図６】第１の実施形態に係る照明装置によるスペックルノイズの低減効果を示す図であ
る。
【図７】第２の実施形態に係る照明装置の一構成例を示す図である。
【図８】白色光及びレーザ光がともに発散光として合波される場合における、照明装置の
一構成例を示す図である。
【図９】更なる波長帯域の光源が追加される場合における、照明装置の一構成例を示す図
である。
【図１０】第１の実施形態、第２の実施形態、及び各変形例に係る照明装置が適用された
内視鏡装置の一構成例を示す図である。
【図１１】図１０に示す内視鏡装置のダイクロイックミラーの特性について説明するため
の説明図である。
【図１２】図１０に示す内視鏡装置のダイクロイックミラーの特性について説明するため
の説明図である。
【図１３】図１０に示す内視鏡装置の他の構成例を示す図である。
【図１４】第１の実施形態、第２の実施形態、及び各変形例に係る照明装置が適用された
顕微鏡装置の一構成例を示す図である。
【図１５】観察部位における照射光の照射範囲について説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２５】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．第１の実施形態
　　１－１．照明装置の構成
　　１－２．スペックルノイズの低減効果
　２．第２の実施形態
　３．変形例
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　　３－１．白色光及びレーザ光がともに発散光として合波される変形例
　　３－２．更なる波長帯域の光源が追加される変形例
　４．適用例
　　４－１．ＰＤＤ及びＰＤＴについて
　　４－２．内視鏡装置
　　　４－２－１．内視鏡装置の構成
　　　４－２－２．内視鏡装置の動作
　　　４－２－３．内視鏡装置の他の構成例
　　４－３．顕微鏡装置
　　　４－３－１．顕微鏡装置の構成
　　　４－３－２．顕微鏡装置の動作
　５．補足
【００２６】
　（１．第１の実施形態）
　（１－１．照明装置の構成）
　図１～図５を参照して、本開示の第１の実施形態に係る照明装置の構成について説明す
る。図１は、第１の実施形態に係る照明装置の一構成例を示す図である。図２は、図１に
示す照明装置からの出力光が入射するライトガイドの構成について説明するための説明図
である。図３～図５は、図１に示す照明装置のダイクロイックミラーの特性について説明
するための説明図である。
【００２７】
　なお、第１の実施形態及び後述する第２の実施形態に係る照明装置は、内視鏡装置や顕
微鏡装置等の患者の術部を観察する観察装置の光源部として好適に適用され得る。以下で
は、一例として、下記（４－３．顕微鏡装置）を除いて、第１及び第２の実施形態に係る
照明装置が内視鏡装置に適用された場合について説明する。第１及び第２の実施形態に係
る照明装置が内視鏡装置に適用される場合には、照明装置から出射された光は、内視鏡の
鏡筒内に続くライトガイドの端部に入射することとなるため、以下の照明装置の構成を示
す各図面では、光が入射される当該ライトガイドの一端を併せて図示している。
【００２８】
　図１を参照すると、第１の実施形態に係る照明装置１０は、白色光を出射する第１の光
源部１０１と、第１のコリメート光学系１０３と、を有する。また、照明装置１０は、所
定の波長帯域の光を出射する少なくとも１つのレーザ光源からなる第２の光源部１２０と
、結合光学系１０５と、光ファイバ１０７と、第３のコリメート光学系１０９と、拡散部
材１１１と、第２のコリメート光学系１１３と、ダイクロイックミラー１１５と、コンデ
ンサ光学系１１７と、を更に有する。また、図示は省略するが、照明装置１０は、第１の
光源部１０１及び第２の光源部１２０の駆動を制御する駆動制御部（後述する図１０に示
す第１光源部駆動制御部１１２１及び第２光源部駆動制御部１１２３に対応する）を有す
る。
【００２９】
　第１の光源部１０１から出射された白色光は、第１のコリメート光学系１０３を通過す
ることによって略平行光となって、ダイクロイックミラー１１５に入射する。一方、第２
の光源部１２０から出射されたレーザ光は、結合光学系１０５、光ファイバ１０７、第３
のコリメート光学系１０９、拡散部材１１１及び第２のコリメート光学系１１３をこの順
に通過して、略平行光となってダイクロイックミラー１１５に入射する。ダイクロイック
ミラー１１５によって、白色光及びレーザ光が合波され、合波された光が、コンデンサ光
学系１１７を介して、ライトガイド１３０の端部に入射する。
【００３０】
　ここで、照明装置１０では、第２の光源部１２０を構成するレーザ光源としては、観察
目的に応じた、蛍光観察において励起光として機能し得る波長帯域の光を出射可能なもの
が搭載され得る。そして、照明装置１０は、白色光によって術野を観察する通常観察モー
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ドと、所定の波長帯域の光（以下、狭帯域光とも呼称する）によって励起される蛍光を検
出することにより術野内の当該蛍光が発せられた部位を集中的に観察する特殊観察モード
と、通常観察と特殊観察とを同時に行う通常／特殊観察モードと、を切り替え可能に構成
される（詳細は下記（４．適用例）で説明する）。なお、特殊観察モード及び通常／特殊
観察モードにおける蛍光観察は、励起光照射部位の自家蛍光を検出するものであってもよ
いし、照射部位に導入された各種蛍光試薬（光感受性薬剤）に起因する薬剤蛍光を検出す
るものであってもよい。
【００３１】
　通常観察モードでは、第１の光源部１０１からの白色光と第２の光源部１２０からのレ
ーザ光とが合波されて生成された白色光が、術野に対して照射される。これにより、白色
光に基づく通常観察像が得られる。なお、以下の説明では、第１の光源部１０１からの白
色光と第２の光源部１２０からのレーザ光とが合波されて生成された白色光のことを、第
１の光源部１０１からの白色光と区別するために、便宜的に、合波白色光とも呼称するこ
ととする。通常観察モードでは、第２の光源部１２０からのレーザ光の出力は、合波白色
光が所望の色合い（例えば、第１の光源部１０１から出射された元々の白色光と似た色合
いや、任意の標準光源に対応する色合い等）になるように適宜調整される。
【００３２】
　特殊観察モードでは、第１の光源部１０１から白色光が出射されず（すなわち第１の光
源部１０１の白色光源がオフされ）、第２の光源部１２０から観察目的に応じた波長帯域
のレーザ光のみが出射される（すなわち観察目的に応じたレーザ光源のみがオンされる）
ことにより、狭帯域光が術野に対して照射される。これにより、蛍光に基づく蛍光観察像
が得られる。蛍光観察像では、例えば腫瘍等、観察目的に応じた部位のみが示される。
【００３３】
　通常／特殊観察モードでは、通常観察モードと同様に、合波白色光が術野に対して照射
されるが、その際、第２の光源部１２０からのレーザ光の出力が、観察目的に応じた強度
（すなわち蛍光観察に適した強度）に調整される。これにより、通常観察像と特殊観察像
とが重ね合わされた画像が得られる。
【００３４】
　以下、照明装置１０の各構成部材について、より詳細に説明する。
【００３５】
　第２の光源部１２０は、照明装置１０において少なくとも１つ設けられる。第２の光源
部１２０は、所定の波長帯域のレーザ光を出射する少なくとも１つのレーザ光源によって
構成される。図示する例では、第２の光源部１２０は、赤色帯域のレーザ光（例えば、中
心波長が約６３８（ｎｍ）のレーザ光）を出射するレーザ光源１２１Ｒと、緑色帯域のレ
ーザ光（例えば、中心波長が約５３２（ｎｍ）のレーザ光）を出射するレーザ光源１２１
Ｇと、青色帯域のレーザ光（例えば、中心波長が約４５０（ｎｍ）のレーザ光）を出射す
るレーザ光源１２１Ｂと、を有する。各レーザ光源１２１Ｒ、１２１Ｇ、１２１Ｂには、
コリメータ光学系が設けられており、各波長帯域のレーザ光は、平行光束として出射され
る。
【００３６】
　レーザ光源１２１Ｒ、１２１Ｇ、１２１Ｂとしては、例えば、半導体レーザや固体レー
ザ等、各種の公知のレーザ光源を用いることができる。あるいは、レーザ光源１２１Ｒ、
１２１Ｇ、１２１Ｂとして、これらのレーザ光源と波長変換機構とを組み合わせたものが
使用されてもよい。第２の光源部１２０では、レーザ光源１２１Ｒ、１２１Ｇ、１２１Ｂ
の駆動は、それぞれ独立に制御され得る。
【００３７】
　このように、第２の光源部１２０は、例えば、光の三原色に対応する各波長帯域の光を
出射するレーザ光源１２１Ｒ、１２１Ｇ、１２１Ｂによって構成され得る。第２の光源部
１２０をこのように構成することにより、後述するように、各色に対応するレーザ光源１
２１Ｒ、１２１Ｇ、１２１Ｂの出力を適宜調整することにより、合波白色光の色温度を調
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整することが可能になる。
【００３８】
　ただし、第１の実施形態はかかる例に限定されず、第２の光源部１２０を構成するレー
ザ光源の種類は、観察目的や観察対象の種類等に応じて適宜選択されてよい。例えば、各
種の蛍光観察が行われる場合であれば、第２の光源部１２０は、各蛍光観察方法に応じた
励起光に対応する波長帯域のレーザ光を出射するレーザ光源を含むように構成され得る。
例えば、ＩＣＧ（Ｉｎｄｏｃｙａｎｉｎｅ　ｇｒｅｅｎ）蛍光造影法による観察が行われ
る場合であれば、第２の光源部１２０は、近赤外帯域のレーザ光を出射するレーザ光源を
少なくとも含むように構成される。
【００３９】
　第２の光源部１２０は、レーザ光源１２１Ｒからの赤色レーザ光に対応する波長帯域の
光を反射するダイクロイックミラー１２２Ｒと、レーザ光源１２１Ｇからの緑色レーザ光
に対応する波長帯域の光を反射するダイクロイックミラー１２２Ｇと、レーザ光源１２１
Ｂからの青色レーザ光に対応する波長帯域の光を反射するダイクロイックミラー１２２Ｂ
と、を更に有する。ダイクロイックミラー１２２Ｒ、１２２Ｇ、１２２Ｂによって、各レ
ーザ光源１２１Ｒ、１２１Ｇ、１２１Ｂから射出された平行光束となっているレーザ光が
合波され、１つの光束として、後段の結合光学系１０５に向かって出射される。
【００４０】
　なお、ダイクロイックミラー１２２Ｒ、１２２Ｇ、１２２Ｂは、レーザ光源１２１Ｒ、
１２１Ｇ、１２１Ｂからのレーザ光を合波する合波部材の一例であり、当該合波部材とし
ては、他の任意の部材が用いられてよい。例えば、各レーザ光源１２１Ｒ、１２１Ｇ、１
２１Ｂからのレーザ光を合波する部材としては、波長で合波する場合にはダイクロイック
プリズムが用いられてもよいし、偏光で合波する場合には偏光ビームスプリッター（ＰＢ
Ｓ：Ｐｏｌａｒｉｚｉｎｇ　Ｂｅａｍ　Ｓｐｌｉｔｔｅｒ）が用いられてもよいし、振幅
で合波する場合にはビームスプリッターが用いられてもよい。
【００４１】
　結合光学系１０５は、例えば集光レンズ（コレクタレンズ）によって構成され、第２の
光源部１２０から出射されたレーザ光を、光ファイバ１０７の入射端に光結合させる。な
お、図１に示す例では、結合光学系１０５を便宜的に一の凸レンズとして図示しているが
、結合光学系１０５の具体的な構成はかかる例に限定されない。結合光学系１０５は、レ
ーザ光を光ファイバ１０７の入射端に光結合させる機能を有すればよく、公知の光学素子
が適宜組み合わされて構成されてよい。
【００４２】
　光ファイバ１０７は、第２の光源部１２０から出射されたレーザ光を、後段に設けられ
た第３のコリメート光学系１０９へと導光する。光ファイバ１０７の出射光は、回転対称
なビームとなるため、当該光ファイバ１０７によってレーザ光が導光されることにより、
その面内での輝度分布がより一様化される。
【００４３】
　光ファイバ１０７の種類は特に限定されるものではなく、光ファイバ１０７としては、
公知のマルチモード光ファイバ（例えば、ステップインデックス型マルチモードファイバ
）を利用することが可能である。また、光ファイバ１０７のコア径も特に限定されるもの
ではなく、例えばコア径が１（ｍｍ）程度のものが利用されてよい。
【００４４】
　第１の実施形態では、光ファイバ１０７の入射端において、各レーザ光源１２１Ｒ、１
２１Ｇ、１２１Ｂからのレーザ光の入射開口数がなるべく一致するように、当該光ファイ
バ１０７の入射端へと当該レーザ光が導光される。このとき、レーザ光源１２１Ｒ、１２
１Ｇ、１２１Ｂから出射されるレーザ光をコリメートするレンズの焦点距離を最適化した
り、当該レーザ光の結合光学系１０５（すなわちコレクタレンズ）への入射位置を調整す
る等して、光ファイバ１０７の出射端から出射されるレーザ光が、光ファイバ１０７の中
心光軸近傍の光量が周辺部の光量と比べて低くなるようなドーナツ状の光線ではなく、光
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ファイバ１０７の中心光軸近傍の光量が周辺部の光量と同等であるような中実の光線とな
ることが望ましい。
【００４５】
　第３のコリメート光学系１０９は、光ファイバ１０７の出射端の後段に設けられ、光フ
ァイバ１０７から出射されたレーザ光を平行光束へと変換する。第３のコリメート光学系
１０９によりレーザ光が平行光束へと変換されることにより、後段に設けられた拡散部材
１１１において、レーザ光の拡散状態を容易に制御することが可能となる。なお、図１に
示す例では、第３のコリメート光学系１０９を便宜的に一の凸レンズとして図示している
が、第３のコリメート光学系１０９の具体的な構成はかかる例に限定されない。第３のコ
リメート光学系１０９は、レーザ光を平行光束に変換する機能を有すればよく、公知の光
学素子が適宜組み合わされて構成されてよい。
【００４６】
　拡散部材１１１は、第３のコリメート光学系１０９の後側焦点位置近傍に設けられ、第
３のコリメート光学系１０９から出射された平行光束となっているレーザ光を拡散させる
ことにより、２次光源を構成する。すなわち、拡散部材１１１における光の出射端が、２
次光源として機能することとなる。また、光ファイバ１０７から出射される光の角度は、
各レーザ光によりバラツキがあるのが一般的だが、拡散部材１１１を通すことにより、こ
れらの発散角が統一されることとなる。このように、第１の実施形態によれば、拡散部材
１１１により、例えば上記特許文献６～９に示す一般的な既存の照明装置で発生すること
が予想される、照射時の色むらが低減されることになる。
【００４７】
　拡散部材１１１により生成される２次光源のサイズは、第３のコリメート光学系１０９
の焦点距離によって制御することができる。また、拡散部材１１１の拡散角度により、そ
の出射光のＮＡを制御することが可能である。両者の効果により、ライトガイド１３０の
入射端に結合する際の集光スポットのサイズと入射ＮＡの両方を独立に制御することが可
能となる。なお、拡散部材１１１が配置される、第３のコリメート光学系１０９の後側焦
点位置近傍が、実際にどのくらいの範囲となるかについては、特に限定されるものではな
いが、当該範囲は、例えば、第３のコリメート光学系１０９の後側焦点位置を含み、その
上流側及び下流側に焦点距離±１０％程度の範囲とすることが好ましい。
【００４８】
　なお、拡散部材１１１の具体的な種類は特に限定されるものではなく、拡散部材１１１
としては、公知の拡散素子が利用されてよい。このような拡散素子の例として、例えば、
フロスト型のすりガラスやガラス内に光拡散物質を分散させることで拡散特性を利用した
オパール型の拡散板やホログラフィック拡散板を挙げることができる。ホログラフィック
拡散板は、所定の基板上にホログラフィックパターンが施されたものであり、出射光の拡
散角度を任意の角度に設定することができるため、拡散部材１１１として用いられること
が特に好ましい。
【００４９】
　拡散部材１１１から出射されたレーザ光は、第２のコリメート光学系１１３に導光され
る。第２のコリメート光学系１１３は、拡散部材１１１からの光（すなわち２次光源から
の光）を平行光束に変換し、ダイクロイックミラー１１５に入射させる。なお、ダイクロ
イックミラー１１５は、ダイクロイックプリズムであってもよい。
【００５０】
　ここで、第２のコリメート光学系１１３を通過したレーザ光は完全な平行光でなくても
よく、平行光に近い状態となった発散光であってもよい。換言すれば、第２のコリメート
光学系１１３と後述するコンデンサ光学系１１７とは、無限共役ではなく有限共役であっ
てよい。本明細書では、コリメート光学系を通過し、平行光又は平行光に近い状態になっ
た光のことを、便宜的に、略平行光と呼称することとする。すなわち、略平行光は、平行
光又は発散光を含む概念である。なお、白色光及びレーザ光がともに発散光として合波さ
れる場合における照明装置１０の構成例は、下記（３－１．白色光及びレーザ光がともに
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発散光として合波される変形例）で改めて詳しく説明する。
【００５１】
　第１の光源部１０１は、照明装置１０において少なくとも１つ設けられ、白色光を出射
する。第１の光源部１０１を構成する白色光源は、白色光を出射するものであればよく、
その種類は限定されない。例えば、当該白色光源としては、白色ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）、レーザ励起蛍光体、キセノンランプ、ハロゲンランプ等
、任意の光源が用いられてよい。第１の実施形態では、一例として、青色ＬＥＤによって
励起される蛍光体を用いたいわゆる蛍光体方式の白色ＬＥＤが、第１の光源部１０１の白
色光源として用いられることとする。
【００５２】
　第１の光源部１０１から出射された白色光は、第１のコリメート光学系１０３によって
平行光束に変換され、拡散部材１１１から出射されたレーザ光とは異なる方向（図示する
例では互いの光軸が略直交する方向）からダイクロイックミラー１１５に入射する。なお
、第１のコリメート光学系１０３を通過した白色光は完全な平行光でなくてもよい。換言
すれば、第１のコリメート光学系１０３と後述するコンデンサ光学系１１７とは、無限共
役ではなく有限共役であってよい。すなわち、第１のコリメート光学系１０３は、白色光
を略平行光として、ダイクロイックミラー１１５に入射させる。
【００５３】
　なお、図１に示す例では、第１のコリメート光学系１０３を便宜的に一の凸レンズとし
て図示しているが、第１のコリメート光学系１０３の具体的な構成はかかる例に限定され
ない。第１のコリメート光学系１０３は、白色光を略平行光にする機能を有すればよく、
公知の光学素子が適宜組み合わされて構成されてよい。
【００５４】
　ダイクロイックミラー１１５は、第１の光源部１０１から出射された白色光と、第２の
光源部１２０から出射されたレーザ光とを合波する。図示する例では、ダイクロイックミ
ラー１１５は、第２の光源部１２０からのレーザ光に対応する波長帯域の光のみを透過さ
せ、それ以外の波長帯域の光を反射するように設計されている。
【００５５】
　照明装置１０では、拡散部材１１１、第２のコリメート光学系１１３、ダイクロイック
ミラー１１５及びコンデンサ光学系１１７は、この順に略一列に配置される。また、第１
の光源部１０１及び第１のコリメート光学系１０３は、レーザ光の光軸と略直交する方向
からダイクロイックミラー１１５に白色光が入射するように配置される。従って、拡散部
材１１１から出射されダイクロイックミラー１１５に入射したレーザ光は、ダイクロイッ
クミラー１１５を透過してコンデンサ光学系１１７に入射する。また、ダイクロイックミ
ラー１１５に入射した白色光のうち、レーザ光の波長帯域以外の成分が、ダイクロイック
ミラー１１５によって反射されコンデンサ光学系１１７に入射する。
【００５６】
　このように、ダイクロイックミラー１１５は、第１の光源部１０１から出射される白色
光から第２の光源部１２０から出射されるレーザ光に対応する波長帯域の光の成分を減衰
又は除去するとともに、レーザ光に対応する波長帯域の光の成分が減衰又は除去された白
色光に、第２の光源部１２０から出射されるレーザ光を合波する機能を有する。つまり、
ダイクロイックミラー１１５によって合波された光は、所定の波長帯域がレーザ光によっ
て補われた白色光であり得る。なお、ダイクロイックミラー１１５の特性及びダイクロイ
ックミラー１１５によって合波された光の特性の詳細については、図３～図５を参照して
後述する。
【００５７】
　コンデンサ光学系１１７は、例えば集光レンズ（コレクタレンズ）によって構成され、
ダイクロイックミラー１１５によって合波された光を、所定の近軸横倍率でライトガイド
１３０の入射端に結像させる。
【００５８】
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　ここで、第２のコリメート光学系１１３とコンデンサ光学系１１７による結像倍率（［
コンデンサ光学系１１７の焦点距離］／［第２のコリメート光学系１１３の焦点距離］）
は、２次光源のサイズ及び発散角が、ライトガイド１３０のコア径と入射ＮＡにマッチン
グするように設定される。また、第１のコリメート光学系１０３とコンデンサ光学系１１
７による結像倍率（［コンデンサ光学系１１７の焦点距離］／［第１のコリメート光学系
１０３］）は、ライトガイドのコア径及び入射ＮＡにマッチングさせ、白色光が高効率で
ライトガイド１３０の入射端に結合されるように設定される。
【００５９】
　図２にライトガイド１３０の一構成例を示す。図２では、ライトガイド１３０の端部を
図示している。図示するように、ライトガイド１３０は、ファイバコア部とファイバクラ
ッド部とから構成される光ファイバが複数束ねられて構成されている。ここで、第１の実
施形態に係るコンデンサ光学系１１７は、一般的な構成とは異なり、照明対象（第１の実
施形態であればライトガイド１３０の入射端）の面積をなるべく満たすように２次光源を
結像させるように構成されている。つまり、第１の実施形態では、コンデンサ光学系１１
７は、ライトガイド１３０の入射端に結像される２次光源の像の大きさが、当該ライトガ
イド１３０の入射端の直径と略同一になるように、当該２次光源からの光を当該ライトガ
イド１３０の入射端に集光するように構成され得る。これにより、照明装置１０全体とし
てのスペックルノイズを低減させることができる。
【００６０】
　ここで、スペックルノイズは、光源の輝度分布に依存することが知られている。例えば
、光源が理想的な点光源である場合には、その輝度分布はδ関数とみなすことができ、当
該光源からの光が照射される物体面のあらゆる点同士が干渉して、可干渉性が高くなる。
つまり、スペックルノイズは大きくなる。このような光源（点光源）は、コヒーレント（
ｃｏｈｅｒｅｎｔ）な光源と言われ、コヒーレントな光源が用いられた場合にはスペック
ルノイズは大きくなる。
【００６１】
　一方、光源として、大きさ無限大の一様光源を仮定した場合には、その輝度分布は均一
なものとなり、当該光源からの光が照射される物体面上の同一位置でしか干渉が生じず、
可干渉性が低くなる。つまり、スペックルノイズは小さくなる。このような大きさが無限
大の光源は、インコヒーレント（ｉｎｃｏｈｅｒｅｎｔ）な光源と言われ、インコヒーレ
ントな光源が用いられた場合にはスペックルノイズは小さくなる。
【００６２】
　実際に照明装置１０に搭載される光源は、空間的にコヒーレント光源とインコヒーレン
ト光源の間に位置する部分的コヒーレントな光源であるため、見かけ上の光源の大きさが
大きく、光源の輝度分布が一様であるほど、可干渉性が低くなり、スペックルノイズは低
減すると考えられる。
【００６３】
　ここで、ライトガイド１３０の入射端の直径よりも２次光源の像が小さくなるように当
該２次光源からの光がライトガイド１３０の入射端に集光された場合には、ライトガイド
１３０を構成する光ファイバが部分的にしか導光に寄与しないため、結果として、ライト
ガイド１３０の射出光を観察部位に照射する場合に、当該観察部位の被照射面から観察し
た時の見かけ上の光源サイズが小さくなり、スペックルノイズが悪化してしまうことが懸
念される。
【００６４】
　一方、ライトガイド１３０の入射端の直径よりも２次光源の像が大きくなるように当該
２次光源からの光がライトガイド１３０の入射端に集光された場合には、ライトガイド１
３０の入射端面においてレーザ光のケラレが発生し、光結合効率が落ちてしまうことが懸
念される。
【００６５】
　従って、上述したように、ライトガイド１３０の入射端の直径と、２次光源の像の大き
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さとが略等しくなるように、当該２次光源からの光がライトガイド１３０の入射端に集光
されることにより、ライトガイド１３０の入射端面での光結合効率を向上させつつ、スペ
ックルノイズを低減することができるのである。
【００６６】
　ここで、例えば上記特許文献６～９に示すような既存の一般的な照明装置では、このよ
うなスペックルノイズを低減する構成は適用されていない。このように、第１の実施形態
に係る照明装置１０によれば、一般的な照明装置に比べて、スペックルノイズがより低減
された観察像を得ることが可能になる。
【００６７】
　なお、図１に示す例では、コンデンサ光学系１１７を便宜的に一の凸レンズとして図示
しているが、コンデンサ光学系１１７の具体的な構成はかかる例に限定されない。コンデ
ンサ光学系１１７は、上述した各機能を有すればよく、公知の光学素子が適宜組み合わさ
れて構成されてよい。
【００６８】
　ここで、図３～図５を参照して、ダイクロイックミラー１１５の特性及びダイクロイッ
クミラー１１５によって合波された光の特性について説明する。図３（ａ）は、第１の光
源部１０１から出射される白色光のスペクトルの一例を示している。図３（ｂ）は、ダイ
クロイックミラー１１５の反射特性の一例を示している。
【００６９】
　図３（ｂ）を参照すると、ダイクロイックミラー１１５は、白色光の波長帯域のうち、
大部分を反射するとともに、第２の光源部１２０から出射されるレーザ光に対応する波長
帯域の光を透過させる特性を有している。図示する例では、ダイクロイックミラー１１５
は、赤色レーザ光の中心波長である約６３８（ｎｍ）を含む所定の幅の波長帯域の光と、
緑色レーザ光の中心波長である約５３２（ｎｍ）を含む所定の幅の波長帯域の光と、青色
レーザ光の中心波長である約４５０（ｎｍ）を含む所定の幅の波長帯域の光と、を、透過
させるように設計されている。
【００７０】
　図３（ｃ）は、第１の光源部１０１から出射された白色光がダイクロイックミラー１１
５を通過した後の光のスペクトルの一例を示している。図３（ｃ）に示すように、ダイク
ロイックミラー１１５を通過した後の白色光は、第２の光源部１２０から出射されるレー
ザ光に対応する波長帯域の成分が減衰されたものとなっている。このように、ダイクロイ
ックミラー１１５によって、レーザ光に対応する波長帯域のみが減衰されるので、白色光
とレーザ光とを合波する際のロスを最小限に抑えることが可能となる。また、白色光が略
平行光で、入射角度に幅がある場合には、ダイクロイックミラー１１５の入射角依存によ
り、波長シフトが起こり、減衰した波長帯域もシフトされるため、ライトガイド１３０出
射後は、図３（ｃ）よりもスペクトルが均一化される良い傾向にある。
【００７１】
　なお、図３に示すダイクロイックミラー１１５の特性は一例であり、第１の実施形態は
かかる例に限定されない。ダイクロイックミラー１１５の特性は、第２の光源部１２０と
して用いられるレーザ光源の特性に応じて適宜設定され得る。例えば、上述したＩＣＧ蛍
光造影法による観察が行われる場合であれば、第２の光源部１２０にとしては近赤外帯域
のレーザ光（例えば中心波長が約８０８（ｎｍ）であるレーザ光）が用いられ得るため、
当該レーザ光の波長帯域に対応する範囲の光を透過させる特性を有するダイクロイックミ
ラー１１５が用いられる。
【００７２】
　図４は、ダイクロイックミラー１１５の透過特性の一例を示している。図３（ｂ）を参
照して説明したように、ダイクロイックミラー１１５によって、第２の光源部１２０から
出射されるレーザ光に対応する波長帯域の光が透過され、第１の光源部１０１から出射さ
れる白色光の波長帯域の大部分が反射されることが分かる。図示する例では、ダイクロイ
ックミラー１１５は、レーザ光の利用効率を向上させるために、対応する波長帯域の光の
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約９０（％）を透過させるように設定されている。
【００７３】
　図５は、ダイクロイックミラー１１５によって、第１の光源部１０１から出射される白
色光と第２の光源部１２０から出射されるレーザ光とが合波された後の光のスペクトルの
一例を示している。図示する例では、白色光に対して、赤色レーザ光、緑色レーザ光及び
青色レーザ光が合波された場合のスペクトルが示されている。このように、第１の実施形
態では、白色光とレーザ光とが合波されて、いわば新たな白色光（すなわち合波白色光）
が生成され得る。第１の実施形態では、この合波白色光が、通常観察モード及び通常／特
殊観察モードにおいて、術野に対して照射される。なお、特殊観察モードでは、第１の光
源部１０１は駆動されず、第２の光源部１２０のみが駆動され、蛍光観察を行う際の励起
光に対応する波長帯域のレーザ光が、術野に対して照射される。
【００７４】
　ここで、例えば上記特許文献６、８、９に示される既存の一般的な照明装置では、白色
光及びレーザ光が合波部材により同一の光軸上を導光されるが、その際、白色光源及びレ
ーザ光源の駆動を適宜制御したり、フィルタの光路からの退避及び光路への配置を適宜制
御したりすることにより、白色光及びレーザ光のいずれかが選択的に術野に対して照射さ
れる。つまり、特許文献６、８、９に記載の技術では、通常観察モードでは、白色光源か
らの白色光が、直接、術野に対して照射されることになる。また、特許文献７に記載の技
術では、白色光及びレーザ光が合波部材により合波されて生成される白色光が術野に対し
て照射されるが、当該合波部材は、その一部が白色光の全波長帯域の成分を透過する透過
部によって構成されているため、結果的には、当該透過部を透過した白色光源からの白色
光が、直接、術野に対して照射されることになる。
【００７５】
　このように、上記特許文献６～９に例示される既存の一般的な照明装置では、通常観察
モードでは、ハロゲンランプや白色ＬＥＤ等の白色光源からの白色光が、直接、術野に対
して照射され得る。従って、術野に対して照射される白色光のスペクトルは、各種のフィ
ルタ等を用いてある程度は調整可能であったとしても、基本的には白色光源の種類に応じ
て固定的であり、照射される白色光のスペクトルを詳細に制御することは困難であった。
【００７６】
　一方、第１の実施形態によれば、上述したように、第１の光源部１０１から出射される
白色光と第２の光源部１２０から出射されるレーザ光とが合波されて生成された白色光が
、通常観察モード及び通常／特殊観察モードにおいて、術野に対して照射され得る。また
、第２の光源部１２０は、例えば、光の三原色に対応する各波長帯域の光を出射するレー
ザ光源１２１Ｒ、１２１Ｇ、１２１Ｂによって構成され得る。当該構成によれば、第２の
光源部１２０から出射されるレーザ光の混合比を適宜調整することにより、合波白色光の
スペクトルを制御し、その色温度を調整することが可能になる。このように、第１の実施
形態によれば、フィルタ等によって照明装置よりも後段で色温度の調整を行うのではなく
、光源側で色温度の調整を行うことが可能となる。
【００７７】
　なお、このとき、第２の光源部１２０から出射されるレーザ光の混合比は、例えば、各
レーザ光源１２１Ｒ、１２１Ｇ、１２１Ｂの駆動電流を制御してそのレーザ光の出力を制
御することにより調整されてもよいし、ダイクロイックミラー１１５における各レーザ光
に対応する波長帯域の光の透過率を調整することにより制御されてもよい。
【００７８】
　一例として、合波白色光において所定の色温度を実現するための各光源の出力の設定例
を下記表１に示す。例えば、照明装置１０によってＤ６５標準光源（ｘ＝０．３１３，ｙ
＝０．３２９）による白色光を実現したい場合には、白色光源とレーザ光源の出力を表１
（ａ）列のように設定すればよい。また、例えば、照明装置１０によってＤ５０常用光源
（ｘ＝０．３４６，ｙ＝０．３５９）による白色光を実現したい場合には、白色光源とレ
ーザ光源の出力を表１（ｂ）列のように設定すればよい。なお、下記表１に示す設定はあ
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くまで一例であり、白色光源及びレーザ光源の出力を適宜調整することにより、他の各種
の光源による白色光の色温度を実現可能であることは言うまでもない。
【００７９】
【表１】

【００８０】
　以上、図１～図５を参照して、第１の実施形態に係る照明装置１０の構成について説明
した。以上説明したように、第１の実施形態によれば、レーザ光の光路上に拡散部材１１
１が設けられることにより、第２の光源部１２０から出射される複数のレーザ光の発散角
が統一されるため、照明装置１０からの出力光の照射時の色むらが低減される。また、コ
ンデンサ光学系１１７が、ライトガイド１３０の入射端の面積をなるべく満たすように２
次光源からの光を当該ライトガイド１３０の入射端に結像させるように構成されることに
より、照明装置１０全体としてのスペックルノイズを低減させることができる。また、第
２の光源部１２０におけるレーザ光の混合比を調整することにより、合波白色光の色温度
を調整することができる。従って、第１の実施形態によれば、白色光を用いた観察（すな
わち、通常観察モード又は通常／特殊観察モードにおける観察）において、より均一で品
質の高い白色光を照射光として用いることができ、より高品質な観察像を得ることが可能
となる。
【００８１】
　また、第１の実施形態に係る照明装置１０では、上述したように、第１の光源部１０１
及び第２の光源部１２０の駆動を適宜制御することにより、通常観察モードと、特殊観察
モードと、通常／特殊観察モードと、を切り替えることが可能である。このように、第１
の実施形態によれば、照射光の波長帯域を切り替えることと、より高品質な観察像を得る
ことと、を両立させることが可能になる。
【００８２】
　ここで、以上説明した構成例では、第２の光源部１２０から出射されるレーザ光の利用
効率を高めるために、図４に示すように、レーザ光の波長帯域に対応する光の透過率が９
０（％）程度になるように、ダイクロイックミラー１１５の性能が調整されていた。ただ
し、第１の実施形態はかかる例に限定されない。例えば、レーザパワーに余裕がある場合
には、ダイクロイックミラー１１５におけるレーザ光の波長帯域に対応する光の透過率が
、５０（％）等、他の値に設定されてもよい。また、ダイクロイックミラー１１５におい
て、各波長帯域のレーザ光の波長帯域に対応する光の透過率が、互いに異なる値に設定さ
れてもよい。
【００８３】
　また、以上説明した構成例では、ダイクロイックミラー１１５によって反射された白色
光と、ダイクロイックミラー１１５を透過したレーザ光とが合波されていたが、第１の実
施形態はかかる例に限定されない。ダイクロイックミラー１１５の反射特性及び透過特性
が、上述した特性とは逆になるように設定されることにより、ダイクロイックミラー１１
５を透過した白色光と、ダイクロイックミラー１１５によって反射されたレーザ光とが合
波され、合波された光が、コンデンサ光学系１１７を介してライトガイド１３０に入射す
るように、照明装置１０が構成されてもよい。
【００８４】
　また、図１に示す構成は、あくまで照明装置１０の一構成例を示すものであり、照明装
置１０の構成はかかる例に限定されない。照明装置１０には、一般的な既存の照明装置に
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搭載され得る各種の光学素子が更に備えられてもよい。例えば、第１の光源部１０１の白
色光源としてキセノンランプを使用する場合には、第１の光源部１０１の後段に、照射時
に生体の発熱に寄与し得る近赤外帯域の光を減衰又は除去するフィルタ等が設けられても
よい。または、被写体の観察に用いられる撮像素子の前段に近赤外帯域の光を減衰又は除
去するフィルタ等が設けられてもよい。あるいは、当該フィルタを設ける代わりに、当該
フィルタの機能がダイクロイックミラー１１５によって実現されてもよい。すなわち、ダ
イクロイックミラー１１５の反射特性又は透過特性が調整されることにより、合波の際に
、第１の光源部１０１から出射された白色光から近赤外帯域の成分が減衰又は除去されて
もよい。
【００８５】
　（１－２．スペックルノイズの低減効果）
　第１の実施形態に係る照明装置１０と同様の構成を有する実験装置を作成し、当該実験
装置を用いて、第１の光源部１０１から出射される白色光と第２の光源部１２０から出射
されるレーザ光とが合波されて生成される白色光を観察対象に対して照射した際のスペッ
クルノイズについて調べた。結果を図６に示す。図６は、第１の実施形態に係る照明装置
１０によるスペックルノイズの低減効果を示す図である。
【００８６】
　図６（ａ）に示すグラフ図の横軸は、第１の光源部１０１の出力（Ｌ＿ＬＥＤ）と、第
２の光源部１２０の出力（Ｌ＿Ｌａｓｅｒ）との比（Ｌ＿ＬＥＤ／Ｌ＿Ｌａｓｅｒ）を示
している。Ｌ＿ＬＥＤは、第１の光源部１０１を構成する白色光源（白色ＬＥＤ）の総出
力であり、Ｌ＿Ｌａｓｅｒは、第２の光源部１２０を構成するレーザ光源１２１Ｒ、１２
１Ｇ、１２１Ｂの総出力である。また、図６（ａ）に示すグラフ図の縦軸は、合波白色光
を用いて観察された観察像におけるスペックル量に対応する、スペックルコントラストレ
シオ（ＳＣＲ）を示している。一方、図６（ｂ）は、合波白色光を用いて観察された観察
像の一例を示している。
【００８７】
　図６から、白色光源とレーザ光源との出力比（Ｌ＿ＬＥＤ／Ｌ＿Ｌａｓｅｒ）に応じて
、スペックルノイズ量が変化しており、当該出力比が１、すなわち、白色光源の出力とレ
ーザ光源の出力とがほぼ等しい場合に、スペックルノイズ量がより低減されることが分か
る。当該結果から、第１の実施形態によれば、合波される白色光源とレーザ光源との出力
比を調整することにより、スペックルノイズをより低減できることが確認された。
【００８８】
　（２．第２の実施形態）
　図７を参照して、本開示の第２の実施形態に係る照明装置の構成について説明する。図
７は、第２の実施形態に係る照明装置の一構成例を示す図である。ここで、図７に示す第
２の実施形態に係る照明装置は、上述した図１に示す第１の実施形態に係る照明装置１０
において、結合光学系１０５、光ファイバ１０７及び第３のコリメート光学系１０９が省
略されたものに対応する。従って、以下の第２の実施形態についての説明では、第１の実
施形態と重複する事項についてはその詳細な説明を省略し、第１の実施形態と相違する事
項について主に説明する。
【００８９】
　図７を参照すると、第２の実施形態に係る照明装置２０は、白色光を照射する第１の光
源部１０１と、第１のコリメート光学系１０３と、所定の波長帯域の光を出射する少なく
とも１つのレーザ光源からなる第２の光源部１２０と、拡散部材１１１と、第２のコリメ
ート光学系１１３と、ダイクロイックミラー１１５と、コンデンサ光学系１１７と、を有
する。ここで、これらの各部材の構成及び機能は、図１に示す各部材の構成及び機能と同
様であるため、各部材についての詳細な説明は省略する。
【００９０】
　照明装置２０では、第１の実施形態に係る照明装置１０と同様に、第１の光源部１０１
から出射された白色光は、第１のコリメート光学系１０３によって略平行光に変換され、
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ダイクロイックミラー１１５に入射する。一方、照明装置２０では、第１の実施形態に係
る照明装置１０とは異なり、第２の光源部１２０から出射されたレーザ光は、直接拡散部
材１１１に入射し、拡散されたレーザ光（すなわち２次光源からのレーザ光）が第２のコ
リメート光学系１１３によって略平行光に変換され、ダイクロイックミラー１１５に入射
する。照明装置２０のように、より簡略化された構成であっても、第１の実施形態と同様
の、合波白色光の品質向上の効果を得ることができ、観察像をより高品質なものとするこ
とができる。
【００９１】
　以上、図７を参照して、第２の実施形態に係る照明装置２０の構成について説明した。
以上説明したように、第２の実施形態によれば、より簡易な構成で第１の実施形態と同様
の効果を得ることができる。従って、第１の実施形態で得られる効果に加えて、照明装置
２０の小型化、製造コストの低減を実現することができる。
【００９２】
　ただし、上記（１－１．照明装置の構成）で説明したように、光ファイバ１０７によっ
てレーザ光が導光されることにより、当該光ファイバ１０７から出射されるレーザ光の輝
度分布がより一様化されるという効果がある。従って、出力光の品質をより一層高品質な
ものとするためには、第１の実施形態に係る照明装置１０のように光ファイバ１０７が設
けられることが好ましい。第１の実施形態に係る照明装置１０の構成を採用するか、第２
の実施形態に係る照明装置２０の構成を採用するかは、用途に応じて求められる出力光の
品質や、装置の製造コスト等を総合的に考慮して適宜決定されてよい。
【００９３】
　（３．変形例）
　以上説明した第１及び第２の実施形態におけるいくつかの変形例について説明する。な
お、以下の各変形例についての説明では、一例として、図１に示す第１の実施形態に係る
照明装置１０に対して各変形例に対応する構成が適用された場合について説明するが、第
２の実施形態に係る照明装置２０に対しても、同様に、各変形例に対応する構成が適用さ
れ得る。
【００９４】
　（３－１．白色光及びレーザ光がともに発散光として合波される変形例）
　図８を参照して、白色光及びレーザ光がともに発散光として合波される変形例における
、照明装置の構成について説明する。図８は、白色光及びレーザ光がともに発散光として
合波される場合における、照明装置の一構成例を示す図である。
【００９５】
　ここで、図８に示す本変形例に係る照明装置は、上述した図１に示す第１の実施形態に
係る照明装置１０において、第１のコリメート光学系１０３、第２のコリメート光学系１
１３及びコンデンサ光学系１１７の光学特性が変更されたものに対応する。従って、以下
の本変形例についての説明では、第１の実施形態と重複する事項についてはその詳細な説
明を省略し、第１の実施形態と相違する事項について主に説明する。
【００９６】
　図８を参照すると、本変形例に係る照明装置３０は、白色光を照射する第１の光源部１
０１と、第１のコリメート光学系１０３ａと、所定の波長帯域の光を出射する少なくとも
１つのレーザ光源からなる第２の光源部１２０と、結合光学系１０５と、光ファイバ１０
７と、第３のコリメート光学系１０９と、拡散部材１１１と、第２のコリメート光学系１
１３ａと、ダイクロイックミラー１１５と、コンデンサ光学系１１７ａと、を有する。こ
こで、第１の光源部１０１、第２の光源部１２０、結合光学系１０５、光ファイバ１０７
、第３のコリメート光学系１０９、拡散部材１１１及びダイクロイックミラー１１５の構
成及び機能は、図１に示すこれらの部材の構成及び機能と同様であるため、これらの部材
の各々についての詳細な説明は省略する。
【００９７】
　本変形例では、第１のコリメート光学系１０３ａは、第１の光源部１０１から出射され
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た白色光を、完全な平行光ではなく、発散光としてダイクロイックミラー１１５に入射さ
せる。第２のコリメート光学系１１３ａは、白色光に合わせて、第２の光源部１２０から
出射され、拡散部材１１１によって拡散されたレーザ光（すなわち２次光源からのレーザ
光）を、完全な平行光ではなく、発散光としてダイクロイックミラー１１５に入射させる
。ダイクロイックミラー１１５において、ともに発散光である白色光とレーザ光とが合波
され、合波された光が、コンデンサ光学系１１７ａによってライトガイド１３０の端部に
結合される。この際、第１の実施形態と同様に、コンデンサ光学系１１７ａは、２次光源
からの光がライトガイド１３０の入射端の面積をなるべく満たすように、当該２次光源か
らの光を当該ライトガイド１３０の入射端面に集光するように構成されている。
【００９８】
　ここで、一般的に、ＬＥＤでは、高出力を得るためにその発光面積を大きくする必要が
あるため、ＬＥＤから出射された光は、等方的に放射される性質が強く、コリメートレン
ズを用いたとしても完全な平行光にすることは困難である。従って、第１の実施形態にお
いても、第１の光源部１０１として白色ＬＥＤを用いた場合には、第１のコリメート光学
系１０３によって第１の光源部１０１からの白色光を完全な平行光にすることは難しい。
本変形例は、このように、白色光を完全な平行光に変換することが困難である場合に対応
して、当該白色光に合わせてレーザ光も発散光とし、両者をともに発散光として合波する
ものである。その意味で、図８に示す照明装置３０は、第１の実施形態において第１の光
源部１０１として白色ＬＥＤを用いた場合における照明装置１０の構成を、より厳密に図
示したものであるとも言える。
【００９９】
　本変形例では、上述したように、ともに発散光である白色光とレーザ光とが合波され、
合波された光が、コンデンサ光学系１１７ａによってライトガイド１３０の端部に結合さ
れる。つまり、第１のコリメート光学系１０３ａとコンデンサ光学系１１７ａと、及び、
第２のコリメート光学系１１３ａとコンデンサ光学系１１７ａと、は、ともに有限共役で
ある。コンデンサ光学系１１７ａの光学特性は、第１のコリメート光学系１０３ａ及び第
２のコリメート光学系１１３ａの光学特性に応じて、合波された光がライトガイド１３０
の入射端面に適切に結合されるように、適宜設計される。これにより、本変形例に係る照
明装置３０では、第１の実施形態と同様の、合波白色光の品質向上の効果を得ることがで
き、観察像をより高品質なものとすることができる。
【０１００】
　なお、図８に示す例では、第１のコリメート光学系１０３ａ、第２のコリメート光学系
１１３ａ及びコンデンサ光学系１１７ａをそれぞれ便宜的に一の凸レンズによって図示し
ているが、これらの光学系の具体的な構成はかかる例に限定されない。第１のコリメート
光学系１０３ａ、第２のコリメート光学系１１３ａ及びコンデンサ光学系１１７ａは、そ
れぞれ、上述した各機能を有すればよく、公知の光学素子が適宜組み合わされて構成され
てよい。
【０１０１】
　以上、白色光及びレーザ光がともに発散光として合波される変形例における、照明装置
３０の構成について説明した。以上説明したように、例えば第１の光源部１０１として白
色ＬＥＤが用いられ、白色光を完全な平行光に変換することが困難である場合であっても
、本変形例のように、第１のコリメート光学系１０３ａ、第２のコリメート光学系１１３
ａ及びコンデンサ光学系１１７ａの光学特性を適宜調整することにより、第１の実施形態
と同様の効果を奏する照明装置３０を構成することが可能になる。
【０１０２】
　（３－２．更なる波長帯域の光源が追加される変形例）
　以上説明した第１及び第２の実施形態では、白色光と、赤色レーザ光と、緑色レーザ光
と、青色レーザ光と、が合波される場合について説明した。当該構成では、特殊観察モー
ドでは、赤色レーザ光、緑色レーザ光、青色レーザ光、又はこれらのレーザ光のうちのい
ずれかが混合されたものが、照射光として用いられることとなる。しかしながら、特殊観
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察モードにおける観察目的によっては、これらのレーザ光とは異なる他の波長帯域の光を
照射光として用いたいという要望があり得る。ここでは、第１及び第２の実施形態の一変
形例として、第１の実施形態に係る照明装置１０に対して、更なる波長帯域の光源が追加
される場合における、照明装置の構成について説明する。
【０１０３】
　図９を参照して、更なる波長帯域の光源が追加される変形例における、照明装置の構成
について説明する。図９は、更なる波長帯域の光源が追加される場合における、照明装置
の一構成例を示す図である。
【０１０４】
　ここで、図９に示す本変形例に係る照明装置は、上述した図１に示す第１の実施形態に
係る照明装置１０に対して、後述する第３の光源部１１９が追加されたものに対応する。
従って、以下の本変形例についての説明では、第１の実施形態と重複する事項については
その詳細な説明を省略し、第１の実施形態と相違する事項について主に説明する。
【０１０５】
　図９を参照すると、本変形例に係る照明装置４０は、白色光を照射する第１の光源部１
０１と、第１のコリメート光学系１０３と、所定の波長帯域の光を出射する少なくとも１
つのレーザ光源からなる第２の光源部１２０と、結合光学系１０５と、光ファイバ１０７
と、第３のコリメート光学系１０９と、拡散部材１１１と、第２のコリメート光学系１１
３と、ダイクロイックミラー１１５と、コンデンサ光学系１１７と、第３の光源部１１９
と、ダイクロイックミラー１２５と、を有する。ここで、第３の光源部１１９及びダイク
ロイックミラー１２５以外の各部材の構成及び機能は、図１に示すこれらの部材の構成及
び機能と同様であるため、これらの部材の各々についての詳細な説明は省略する。また、
ダイクロイックミラー１２５のことを、白色光とレーザ光とを合波するためのダイクロイ
ックミラー１１５と区別するために、第２のダイクロイックミラー１２５とも呼称する。
【０１０６】
　図示するように、本変形例に係る照明装置４０では、第１の光源部１０１からダイクロ
イックミラー１１５に向かう光路の途中に、第２のダイクロイックミラー１２５が設けら
れる。そして、第１の光源部１０１からダイクロイックミラー１１５に向かう光路に対し
て略垂直な方向から第２のダイクロイックミラー１２５に対して出射光が入射するように
、第３の光源部１１９が設けられる。
【０１０７】
　第３の光源部１１９は、第２の光源部１２０から出射されるレーザ光とは異なる波長帯
域の光を出射する。ここでは、一例として、第３の光源部１１９が、中心波長４１０（ｎ
ｍ）の紫外光を出射するＬＥＤによって構成される場合について説明する。なお、簡単の
ため、図示は省略しているが、第３の光源部１１９からの出射光を略平行光にして第２の
ダイクロイックミラー１２５に入射させるコリメータレンズ等が、第３の光源部１１９の
後段に設けられる。
【０１０８】
　第２のダイクロイックミラー１２５は、第１の光源部１０１から出射される白色光を透
過させるとともに、第３の光源部１１９から出射される波長４１０（ｎｍ）近傍の紫外光
を反射する特性を有する。これにより、第２のダイクロイックミラー１２５によって、白
色光と紫外光とが合波され、合波された光が、ダイクロイックミラー１１５に入射する。
【０１０９】
　ダイクロイックミラー１１５は、第１の実施形態と同様に、第２の光源部１２０からの
レーザ光に対応する波長帯域の光を透過させる特性を有する。従って、本変形例では、白
色光と紫外光とが合波された光からレーザ光に対応する波長帯域の成分が減衰又は除去さ
れた光が、ダイクロイックミラー１１５によって反射され、当該光にレーザ光が合波され
ることとなる。このように、本変形例に係る照明装置４０では、第１の実施形態に係る照
明装置１０の出力光に対して紫外光が重畳された光を、合波白色光として出力することが
可能となる。
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【０１１０】
　以上、図９を参照して、更なる波長帯域の光源が追加される変形例における、照明装置
４０の構成について説明した。以上説明したように、本変形例によれば、第１の実施形態
に係る照明装置１０の出力光に対して第３の光源部１１９からの出射光が重畳された光が
、合波白色光として出力され得る。第３の光源部１１９からの出射光が追加されること以
外は、第１の実施形態と同様に合波白色光が生成されるため、本変形例に係る照明装置４
０において、第１の実施形態と同様に、通常観察モード又は通常／特殊観察モードにおい
て照射光として用いられる合波白色光の品質向上の効果を得ることができ、観察像をより
高品質なものとすることができる。一方、特殊観察モードでは、観察目的に応じて、第３
の光源部１１９のみを駆動することにより、紫外光を術部に対して照射することができる
。このように、本変形例では、第１の実施形態で得られる効果を実現しつつ、観察目的に
応じた波長帯域の光をより適切に出力することができるため、より多様な用途に対応し得
る照明装置４０が実現される。
【０１１１】
　ここで、更なる波長帯域の光源を追加する場合には、第２の光源部１２０にレーザ光源
を追加する構成も考えられる。例えば、上記の例であれば、第２の光源部１２０に紫外光
に対応する波長帯域のレーザ光を出射するレーザ光源を追加することでも、照明装置４０
と同様の出力光は得ることができる。しかしながら、一般的に、レーザ光源は、ＬＥＤに
比べて高価であり、構成も大型化する傾向にある。図示した構成のように、第３の光源部
１１９をＬＥＤによって構成することにより、より低コスト、かつ小型に、照明装置４０
を実現することが可能になる。
【０１１２】
　なお、第２のダイクロイックミラー１２５の反射特性及び透過特性は、上述した特性と
は逆になるように設定されてもよい。この場合、第２のダイクロイックミラー１２５を透
過した紫外光と、ダイクロイックミラー１２５によって反射された白色光とが合波され、
合波された光が、ダイクロイックミラー１１５に入射することになる。また、第１の実施
形態と同様に、ダイクロイックミラー１１５の反射特性及び透過特性が、上述した特性と
は逆になるように設定されてもよい。
【０１１３】
　また、第２のイクロイックミラー１２５は、白色光と紫外光とを合波するための合波部
材の一例であり、白色光と紫外光との合波は、例えば偏光ビームスプリッター等、他の種
類の合波部材によって行われてもよい。
【０１１４】
　また、以上説明した第１の実施形態、第２の実施形態、及び各変形例に係る構成は、可
能な範囲で互いに組み合わされてもよい。ここで、上記（３－１．白色光及びレーザ光が
ともに発散光として合波される変形例）で説明したように、一般的に、ＬＥＤからの出射
光については、コリメータレンズを用いても完全な平行光とすることが難しい。従って、
図９に示す構成例において、第１の光源部１０１及び／又は第３の光源部１１９としてＬ
ＥＤを用いた場合には、その出射光は、ともに完全な平行光ではなく発散光となり得る。
よって、図９に示す構成例において第１の光源部１０１及び／又は第３の光源部１１９と
してＬＥＤを用いる場合には、図８に示す構成例と組み合わせて、発散光に対応するよう
に、第１のコリメート光学系１０３、第２のコリメート光学系１１３及びコンデンサ光学
系１１７の光学特性が適宜調整されることが好ましい。
【０１１５】
　（４．適用例）
　以上説明した第１の実施形態、第２の実施形態、及び各変形例に係る照明装置１０、２
０、３０、４０の適用例について説明する。ここでは、一適用例として、照明装置１０、
２０、３０、４０が、光線力学的診断（ＰＤＤ：Ｐｈｏｔｏｄｙｎａｍｉｃ　Ｄｉａｇｎ
ｏｓｉｓ）及び光線力学的治療（ＰＤＴ：Ｐｈｏｔｏｄｙｎａｍｉｃ　Ｔｈｅｒａｐｙ）
を実行可能な観察装置に適用される場合について説明する。
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【０１１６】
　以下では、まず、ＰＤＤ及びＰＤＴについて説明する。そして、ＰＤＤ及びＰＤＴを実
行可能な一般的な既存の観察装置について説明するとともに、これら一般的な観察装置に
おける課題について説明する。次いで、照明装置１０、２０、３０、４０が適用された観
察装置の構成例及び動作例について説明する。
【０１１７】
　（４－１．ＰＤＤ及びＰＤＴについて）
　ＰＤＤ及びＰＤＴは、光感受性薬剤を用いた侵襲性の少ない腫瘍診断、治療法であり、
早期肺がん、早期食道癌、胃がん、早期子宮頸がん、悪性脳腫瘍等の診断及び治療に適用
されている。
【０１１８】
　ＰＤＤでは、所定の波長帯域の励起光により励起されて蛍光を発する光感受性薬剤の性
質が利用される。患者に投与された光感受性薬剤は腫瘍に選択的に集積する性質を有して
いるため、術野に励起光を照射し、光感受性薬剤から発せられる蛍光を検出することによ
り、腫瘍部位を診断することができる。
【０１１９】
　ＰＤＴでは、所定の波長帯域の励起光の照射により活性酸素を発生する光感受性薬剤の
性質が利用される。上述したように、患者に投与された光感受性薬剤は腫瘍に選択的に集
積する性質を有しているため、術野に励起光を照射することにより、主に腫瘍部位で活性
酸素が発生し、腫瘍部位を変性、細胞死させることにより、当該腫瘍部位の治療を行うこ
とができる。ＰＤＤ及びＰＤＴを行うための励起光の照射は、上述した実施形態における
特殊観察モードでの照明装置１０、２０、３０、４０の動作に対応している。
【０１２０】
　励起光のみを術野に照射した場合には、腫瘍部位は観察できるものの、術野全体の通常
の状態を観察することはできない。従って、一般的に、ＰＤＤ及びＰＤＴを実行可能な観
察装置には、通常観察を行うための白色光の照射と、ＰＤＤ及びＰＤＴを行うための励起
光の照射とを、切り替える又は同時に行う機能が搭載されているものが存在する。
【０１２１】
　例えば、特開２００６－０００１５７号公報（以下、参考文献１と呼称する）には、通
常観察用の白色光の照射と、蛍光観察用のレーザ光（励起光）の照射とを切り替え可能な
観察装置（内視鏡装置）用の光源装置が開示されている。参考文献１に記載の技術では、
白色光源から発せられる白色光を透過させるとともにレーザ光源からの励起光のほとんど
を反射させる特性を有するダイクロイックミラーによって、白色光と励起光とが同一の光
軸上を導光される。そして、白色光源の後段に設けられる遮蔽板の移動及びレーザ光源の
駆動が適宜制御されることにより、白色光又は励起光がライトガイドの端部に入射する。
このように、参考文献１に記載の光源装置は、通常観察モードと特殊観察モードとを切り
替え可能に構成されている。なお、参考文献１は、上記特許文献９と同一の文献である。
【０１２２】
　例えば、特開２００６－２９６５１６号公報（以下、参考文献２と呼称する）には、蛍
光観察時の観察光（すなわち蛍光）の取入口近傍に、通常観察のための白色光源を設ける
ことにより、蛍光を発している病変部の周辺領域を明視野観察可能な観察装置（顕微鏡装
置）が開示されている。参考文献２に記載の技術では、観察光の取入口に設けられる光源
として、病変部から発せられる蛍光に対応する波長領域が他の波長帯域よりも相対的に低
い強度を有するか、又はフィルタによりカットされた可視光を発する白色光源を用いるこ
とにより、蛍光を発している病変部及びその周辺領域の同時観察を可能としている。この
ように、参考文献２に記載の観察装置は、通常／特殊観察モードでの術野の観察が可能に
構成されている。
【０１２３】
　例えば、特開２００９－２２６０６７号公報（以下、参考文献３と呼称する）には、白
色光源と、当該白色光源からの白色光から所定の波長帯域の光をそれぞれ抽出する複数の
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フィルタが面内の互いに異なる領域に設けられた回転フィルタと、を有する観察装置が開
示されている。参考文献３に記載の技術では、回転フィルタに、白色光から第１の光感受
性薬剤に対応する励起光の波長帯域に応じた光を抽出する第１のフィルタと、白色光から
第２の光感受性薬剤に対応する励起光の波長帯域に応じた光を抽出する第２のフィルタと
、白色光から可視光の波長帯域に応じた光を抽出する第３のフィルタと、が設けられる。
そして、当該回転フィルタの回転角度が制御され、白色光が通過するフィルタが切り替え
られることにより、励起光の照射と可視光の照射とが切り替えられる。このように、参考
文献３に記載の観察装置は、通常観察モードと特殊観察モードとを切り替え可能に構成さ
れている。
【０１２４】
　しかしながら、参考文献１に記載の技術では、白色光と励起光とを同時に照射する使用
方法（すなわち通常／特殊観察モードに対応する使用方法）は想定されておらず、白色光
と励起光とが時分割で照射される。従って、上述したような白色光を遮断する遮蔽板及び
当該遮蔽板の駆動機構を設ける必要があり、装置が複雑化、大型化する可能性がある。ま
た、装置の構成上、ダイクロイックミラーを経由してライトガイドに入射する白色光は、
励起光に対応する波長成分がカット又は減衰された白色光であり、本来の白色光とは色合
いが異なるため、通常観察時に高品質な観察像が得られない恐れがある。また、参考文献
１に記載の光源装置には、レーザ光源の出力を調整するために、励起光の強度を検出する
光検出器が設けられているが、当該光検出器に白色光も到達し得る構成になっているため
、当該光検出器の検出値が、励起光の強度と白色光の強度とが重畳されたものとなり、レ
ーザ光源の出力が適切に制御されず、蛍光観察時に高品質な観察像が得られない恐れもあ
る。
【０１２５】
　また、参考文献２に記載の技術では、通常観察のための白色光の光路と蛍光観察のため
の励起光の光路とが互いに異なり、術野に対するこれらの光の照射角度も互いに異なる。
従って、術野の形状に起因して観察像に現れる影が、通常観察時と蛍光観察時とで変化し
得る。よって、通常観察時では影が見られなかった部位に、蛍光観察時には影が発生する
事態が生じる可能性がある。蛍光観察時に影になっている部分は、励起光は到達し得ない
部分であるため、通常観察時に蛍光観察をしようと狙いを定めた部分が、実際に蛍光観察
をしようとした際には観察できないこととなり、ユーザの要望に応じた適切な観察が困難
になる恐れがある。
【０１２６】
　また、参考文献３に記載の技術では、参考文献１に記載の技術と同様に、白色光と励起
光とを同時に照射する使用方法（すなわち通常／特殊観察モードに対応する使用方法）は
想定されておらず、白色光と励起光とが時分割で照射される。参考文献３に記載の技術で
は、上述したように、回転フィルタを用いて時分割での白色光又は励起光の照射を実現し
ているが、当該回転フィルタ及び当該回転フィルタの駆動機構が必要となるために、装置
が複雑化、大型化する可能性がある。
【０１２７】
　このように、一般的な既存の技術では、通常観察及び／又は蛍光観察をより簡易な構成
で実行するとともに、通常観察及び／又は蛍光観察においてより高品質な観察像を取得可
能な構成については、十分に検討されていなかった。一方、本開示によれば、以上説明し
た第１の実施形態、第２の実施形態、及び各変形例に係る照明装置１０、２０、３０、４
０を観察装置に適用することにより、通常観察及び／又は蛍光観察をより簡易な構成で実
行することと、通常観察及び／又は蛍光観察においてより高品質な観察像を得ることと、
を両立させることが可能となる。以下、照明装置１０、２０、３０、４０が適用される観
察装置の構成例について詳しく説明する。
【０１２８】
　（４－２．内視鏡装置）
　（４－２－１．内視鏡装置の構成）
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　図１０～図１２を参照して、照明装置１０、２０、３０、４０が、内視鏡装置に適用さ
れた場合における、当該内視鏡装置の構成について説明する。図１０は、第１の実施形態
、第２の実施形態、及び各変形例に係る照明装置１０、２０、３０、４０が適用された内
視鏡装置の一構成例を示す図である。図１１及び図１２は、図１０に示す内視鏡装置のダ
イクロイックミラーの特性について説明するための説明図である。
【０１２９】
　なお、以下の説明では、一例として、第２の実施形態に係る照明装置２０に対応する構
成が内視鏡装置に搭載される場合について説明する。ただし、本適用例はかかる例に限定
されず、他の照明装置１０、３０、４０に対応する構成が内視鏡装置に搭載されてもよい
。
【０１３０】
　図１０を参照すると、内視鏡装置１は、照明装置１１００と、内視鏡部１２００と、画
像処理装置１３００と、表示装置１４００と、を有する。なお、図１０では、照明装置１
１００からの出力光が照射される観察部位１５００を併せて模擬的に図示している。
【０１３１】
　（照明装置１１００）
　照明装置１１００は、通常観察用の白色光（合波白色光）及び蛍光観察用の励起光を生
成する。照明装置１１００によって生成された合波白色光及び／又は励起光が、ライトガ
イド１３０に入射し、当該ライトガイド１３０によって後述する鏡筒１２１０内に導光さ
れ、鏡筒１２１０の先端から観察部位１５００に対して照射される。
【０１３２】
　ここで、照明装置１１００は、上述した第２の実施形態に係る照明装置２０に対応する
ものである。ただし、内視鏡装置１に搭載するに当たり、いくつかの部材が追加されてい
る。
【０１３３】
　具体的には、照明装置１１００は、白色光を照射する第１の光源部１０１と、第１のコ
リメート光学系１０３と、所定の波長帯域の光を出射する少なくとも１つのレーザ光源か
らなる第２の光源部１２０ｂと、拡散部材１１１と、第２のコリメート光学系１１３と、
ダイクロイックミラー１１５ｂと、コンデンサ光学系１１７と、レーザラインフィルタ１
１０１と、ハーフミラー１１０３と、光検出器１１０５と、ハーフミラー１１０７と、光
検出器１１０９と、制御部１１２０と、を有する。
【０１３４】
　このように、照明装置１１００は、第２の実施形態に係る照明装置２０に対して、レー
ザラインフィルタ１１０１、ハーフミラー１１０３、光検出器１１０５、ハーフミラー１
１０７及び光検出器１１０９が追加されるとともに、第２の光源部１２０及びダイクロイ
ックミラー１１５の光学特性が変更されたものに対応する。他の部材の構成及び機能は、
図７に示すこれらの各部材の構成及び機能と同様であるため、これらの部材の各々につい
ての詳細な説明は省略する。また、制御部１１２０は、図７では図示を省略していた、第
１の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂの駆動を制御する制御部に対応するものであ
る。
【０１３５】
　ここで、第２の光源部１２０ｂは、照明装置２０の第２の光源部１２０に対して、出射
可能なレーザ光の波長帯域が変更されたものに対応し、ダイクロイックミラー１１５ｂは
、照明装置２０のダイクロイックミラー１１５に対して、反射特性及び透過特性が変更さ
れたものに対応する。第２の光源部１２０ｂ及びダイクロイックミラー１１５ｂのその他
の構成及び機能は、照明装置２０におけるこれらの部材の構成及び機能と同様であるため
、第２の光源部１２０ｂ及びダイクロイックミラー１１５ｂについても、既に説明した事
項と重複する事項についてはその詳細な説明を省略する。
【０１３６】
　なお、図１０では、第２の光源部１２０ｂを簡略化して図示しているが、第２の光源部
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１２０ｂは、図７に示す第２の光源部１２０と同様に、少なくとも１つのレーザ光源によ
って構成されている。ただし、第２の光源部１２０ｂを構成するレーザ光源の少なくとも
１つとしては、ＰＤＤ及びＰＤＴにおいて励起光として用いられる波長帯域のレーザ光を
出射可能なものが搭載されている。
【０１３７】
　レーザラインフィルタ１１０１は、図示するように、例えば第３のコリメート光学系１
０９と拡散部材１１１との間に設けられる。レーザラインフィルタ１１０１は、所定の波
長帯域以外の光のみを透過する、いわゆるバンドパスフィルタ（ＢＰＦ）である。レーザ
ラインフィルタ１１０１は、レーザ発振波長以外のスペクトル（例えば、第２の光源部１
２０を構成するレーザ光源の自然放出光成分等）を除去するように設定される。第２の光
源部１２０ｂから出射されるレーザ光がレーザラインフィルタ１１０１を通過することに
よって、観察像においてノイズとなり得る余分な波長帯域の成分が当該レーザ光から除去
され、励起光に対応する波長帯域の成分のみがレーザ光から抽出されることとなる。
【０１３８】
　レーザラインフィルタ１１０１の後段には、ハーフミラー１１０３が設けられる。ハー
フミラー１１０３によって分波されたレーザ光の一部は、光検出器１１０５に入射する。
光検出器１１０５は、光の強度を検出する機能を有しており、その検出値は、後述する制
御部１１２０の第２光源部駆動制御部１１２３に提供される。第２光源部駆動制御部１１
２３は、当該検出値に基づいて、例えば第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の総出力が
一定になるように、第２の光源部１２０ｂの各レーザ光源の駆動を制御する。このように
、第２の光源部１２０ｂから出射されるレーザ光の出力をモニタする構成が設けられるこ
とにより、その出力をより安定的なものとすることができる。
【０１３９】
　第１の光源部１０１からダイクロイックミラー１１５ｂに向かう光路上には、ハーフミ
ラー１１０７が設けられる。ハーフミラー１１０７によって分波された白色光の一部は、
光検出器１１０９に入射する。光検出器１１０９は、光の強度を検出する機能を有してお
り、その検出値は、後述する制御部１１２０の第１光源部駆動制御部１１２１に提供され
る。第１光源部駆動制御部１１２１は、当該検出値に基づいて、例えば第１の光源部１０
１からの白色光の出力が一定になるように、第１の光源部１０１の白色光源の駆動を制御
する。このように、第１の光源部１０１から出射される白色光の出力をモニタする構成が
設けられることにより、その出力をより安定的なものとすることができる。
【０１４０】
　なお、ハーフミラー１１０３、１１０７は、分波部材の一例であり、ハーフミラー１１
０３、１１０７に代えて他の分波部材が用いられてもよい。また、光検出器１１０５、１
１０９としては、各種の公知の光検出器が用いられてよい。
【０１４１】
　制御部１１２０は、照明装置１１００の動作を統合的に制御する。制御部１１２０は、
その機能として、第１光源部駆動制御部１１２１と、第２光源部駆動制御部１１２３と、
を有する。制御部１１２０は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）やＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｏｃｅｓｓｏｒ）等のプロセッ
サ、又はこれらのプロセッサが搭載されたマイコン等によって構成され、これらのプロセ
ッサが所定のプログラムに従った演算処理を実行することにより、制御部１１２０の各機
能が実現される。
【０１４２】
　第１光源部駆動制御部１１２１は、第１の光源部１０１の発光出力を制御する。具体的
には、第１光源部駆動制御部１１２１は、第１の光源部１０１の白色光源（例えば白色Ｌ
ＥＤ）の駆動電流を変化させることにより、その発光出力を制御することができる。上述
したように、第１光源部駆動制御部１１２１は、光検出器１１０９の検出値によって、白
色光の強度をモニタすることができ、白色光の強度が一定になるように、第１の光源部１
０１の駆動を制御することができる。
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【０１４３】
　第２光源部駆動制御部１１２３は、第２の光源部１２０ｂの発光出力を制御する。具体
的には、第２光源部駆動制御部１１２３は、第２の光源部１２０ｂのレーザ光源の駆動電
流を変化させることにより、その発光出力を制御することができる。上述したように、第
２光源部駆動制御部１１２３は、光検出器１１０５の検出値によって、レーザ光の強度を
モニタすることができ、レーザ光の強度が一定になるように、第２の光源部１２０ｂの駆
動を制御することができる。
【０１４４】
　また、第２光源部駆動制御部１１２３は、第２の光源部１２０ｂのレーザ光源のデバイ
ス温度を一定に保つことにより、当該レーザ光源の発振波長を一定に保つ制御を行う機能
を更に有してもよい。例えば、当該レーザ光源に、サーモエレクトリッククーラ及び測温
素子が内蔵されており、第２光源部駆動制御部１１２３は、当該測温素子による測温情報
に基づいて、サーモエレクトリッククーラの駆動を制御して、レーザ光源のデバイス温度
を一定に保つことができる。
【０１４５】
　ここで、ＰＤＤ及びＰＤＴにおいて使用される光感受性薬剤の励起光波長及び蛍光波長
の一例を、下記表２に示す。
【０１４６】
【表２】

【０１４７】
　本構成例では、第２の光源部１２０ｂは、用いられる光感受性薬剤の励起光波長に対応
するレーザ光を出射するように構成される。また、ダイクロイックミラー１１５ｂは、第
１の光源部１０１から出射される白色光から、用いられる光感受性薬剤の励起光波長に対
応する光を減衰又はカットするとともに、第２の光源部１２０から出射されるレーザ光（
すなわち用いられる光感受性薬剤の励起光波長に対応する光）を透過する特性を有するよ
うに構成される。
【０１４８】
　以下では、一例として、光感受性薬剤としてレザフィリンが用いられる場合における内
視鏡装置１の構成及び動作について説明する。また、上記（２．第２の実施形態）で説明
した構成例では、第２の光源部１２０ｂは、互いに異なる３つの波長帯域のレーザ光を合
波して出射していたが、ここでは、説明を簡単にするために、第２の光源部１２０ｂは、
レザフィリンの励起光波長に対応する波長帯域のレーザ光のみを出射するものとして説明
を行う。これは、第２の光源部１２０ｂを構成する複数のレーザ光源のうち、レザフィリ
ンの励起光波長に対応するレーザ光を出射可能なレーザ光源のみが駆動されている状態に
対応する。
【０１４９】
　光感受性薬剤としてレザフィリンが用いられる場合におけるダイクロイックミラー１１
５ｂの特性について、図１１及び図１２を参照して説明する。図１１では、第１の光源部
１０１から出射される白色光のスペクトルと、第２の光源部１２０ｂから出射されるレー
ザ光のスペクトルと、ダイクロイックミラー１１５ｂの透過特性とが、同一のグラフに図
示されている。
【０１５０】
　図示するように、第１の光源部１０１から出射される白色光は、概ね４００（ｎｍ）～
７５０（ｎｍ）の波長帯域を含む、広帯域な発光スペクトルを有する。一方、第２の光源
部１２０ｂから出射されるレーザ光は、発振ピーク波長がレザフィリンの励起光波長（６
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６４（ｎｍ））に対応する、狭帯域の発光スペクトルを有する。
【０１５１】
　また、ダイクロイックミラー１１５ｂは、励起光の波長（すなわち第２の光源部１２０
ｂからのレーザ光のピーク波長）を中心として数十（ｎｍ）程度の波長帯域の光を透過さ
せるバンドパス特性を有する。図示する例では、ダイクロイックミラー１１５ｂは、レザ
フィリンの励起光波長（６６４（ｎｍ））を中心とする約２０（ｎｍ）の波長帯域の光を
透過させる特性を有する。
【０１５２】
　図１２は、ダイクロイックミラー１１５ｂによって合波された光のスペクトルを示して
いる。図示するように、第１の光源部１０１から出射された白色光は、レザフィリンの励
起光波長である６６４（ｎｍ）を中心とした約２０（ｎｍ）のバンド幅の成分が減衰され
、約４００（ｎｍ）～６５４（ｎｍ）及び約６７４（ｎｍ）～７５０（ｎｍ）までの、２
分割された広帯域スペクトル形状を有する。一方、第２の光源部１２０ｂから出射された
レーザ光については、レーザラインフィルタ１１０１を通過した後のスペクトル形状がそ
のまま維持される。第１の光源部１０１から出射された白色光及び第２の光源部１２０ｂ
から出射されたレーザ光がダイクロイックミラー１１５ｂによって合波された光は、これ
らのスペクトルが重ね合わされたスペクトルを有する。すなわち、当該合波された光は、
第１の光源部１０１から出射された白色光からレザフィリンの励起光波長に対応する波長
帯域の成分が減衰されるとともに、当該減衰された成分が第２の光源部１２０ｂから出射
されたレーザ光によって補われて生成された白色光（すなわち合波白色光）であると言え
る。
【０１５３】
　（内視鏡部１２００）
　内視鏡部１２００は、鏡筒１２１０と、撮像ユニット１２２０と、を有する。本構成例
では、内視鏡部１２００は、硬性内視鏡として構成されている。鏡筒１２１０は、略円筒
形状を有し、内部にはライトガイド１３０（すなわち導光部材）が、その先端部まで延設
される。鏡筒１２１０が患者の体腔内に挿入され、ライトガイド１３０を導光された光（
すなわち照明装置１１００からの出力光）が当該先端部から照射されることにより、観察
部位１５００に対して白色光及び／又は励起光が照射される。
【０１５４】
　観察部位１５００に白色光及び／又は励起光が照射されると、その反射光が、鏡筒１２
１０内を逆方向に導光され、撮像ユニット１２２０に至る。図１０では、撮像ユニット１
２２０における光の伝播を、破線矢印で模擬的に図示している。
【０１５５】
　撮像ユニット１２２０は、光学フィルタ１２２１と、第１の撮像素子１２２３と、第２
の撮像素子１２２５と、を有する。観察部位１５００からの反射光は、撮像ユニット１２
２０に至ると、光学フィルタ１２２１に入射する。
【０１５６】
　光学フィルタ１２２１は、ダイクロイックミラー等の分光素子であり、例えば、波長が
６７０（ｎｍ）以上の光を透過して第１の撮像素子１２２３に入射させるとともに、波長
が６７０（ｎｍ）未満の光を反射して第２の撮像素子１２２５に入射させるように構成さ
れる。従って、第１の撮像素子１２２３は、レザフィリンの励起光（波長６６４（ｎｍ）
）は受光しないが、レザフィリンの蛍光（波長６７２（ｎｍ））は受光することとなる。
このように、光学フィルタ１２２１は、薬剤励起光及び薬剤蛍光のうち、薬剤蛍光のみが
一方の撮像素子（図示する例では第１の撮像素子１２２３）に入射するように構成される
。
【０１５７】
　第１の撮像素子１２２３及び第２の撮像素子１２２５は、カラー撮像が可能な撮像素子
である。第１の撮像素子１２２３及び第２の撮像素子１２２５の種類は限定されず、第１
の撮像素子１２２３及び第２の撮像素子１２２５としては、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇ
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ｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセンサやＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔ
ａｒｙ　Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメージセンサ等、各
種の公知の撮像素子を用いることができる。
【０１５８】
　第１の撮像素子１２２３の出力は、後述する画像処理装置１３００の長波長帯域画像生
成部１３０１に入力される。また、第２の撮像素子１２２５の出力は、後述する画像処理
装置１３００の短波長帯域画像生成部１３０３に入力される。
【０１５９】
　（画像処理装置１３００）
　画像処理装置１３００は、撮像ユニット１２２０によって検出された観察部位１５００
からの反射光に基づいて、観察部位１５００の撮像画像（観察像）を生成する。画像処理
装置１３００は、その機能として、長波長帯域画像生成部１３０１と、短波長帯域画像生
成部１３０３と、観察像生成部１３０５と、入力部１３０７と、を有する。画像処理装置
１３００は、例えばＣＰＵやＤＳＰ等のプロセッサ、又はこれらのプロセッサが搭載され
たマイコン等によって構成され、これらのプロセッサが所定のプログラムに従った演算処
理を実行することにより、画像処理装置１３００の各機能が実現する。例えば、画像処理
装置１３００は、プロセッサやマイコンが搭載されたＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐ
ｕｔｅｒ）等の情報処理装置であってよい。
【０１６０】
　長波長帯域画像生成部１３０１は、第１の撮像素子１２２３からの出力信号に基づいて
観察部位１５００の画像を生成する。長波長帯域画像生成部１３０１によって生成される
画像のことを、以下では第１の画像とも呼称する。光学フィルタ１２２１によって、第１
の撮像素子１２２３は、波長が６７０（ｎｍ）以上の光を受光しているため、長波長帯域
画像生成部１３０１は、波長が６７０（ｎｍ）以上である比較的長波長帯域の光に基づい
て第１の画像を生成する。このように、長波長帯域画像生成部１３０１は、励起光波長よ
りも長波長帯域であって蛍光波長を含む波長帯域の光に基づいて第１の画像を生成する。
【０１６１】
　短波長帯域画像生成部１３０３は、第２の撮像素子１２２５からの出力信号に基づいて
観察部位１５００の画像を生成する。短波長帯域画像生成部１３０３によって生成される
画像のことを、以下では第２の画像とも呼称する。光学フィルタ１２２１によって、第２
の撮像素子１２２５は、波長が６７０（ｎｍ）未満の光を受光しているため、短波長帯域
画像生成部１３０３は、波長が６７０（ｎｍ）未満である比較的短波長帯域の光に基づい
て第２の画像を生成する。このように、短波長帯域画像生成部１３０３は、蛍光波長より
も短波長帯域であって励起光波長を含む波長帯域の光に基づいて第２の画像を生成する。
【０１６２】
　観察像生成部１３０５は、長波長帯域画像生成部１３０１によって生成された第１の画
像と、短波長帯域画像生成部１３０３によって生成された第２の画像と、の少なくともい
ずれかに基づいて、観察像を生成する。観察像生成部１３０５によって生成された画像が
、最終的にユーザによって視認される観察部位１５００の観察像となる。ここで、観察像
生成部１３０５の具体的な処理は観察モードに応じて異なる。観察像生成部１３０５の処
理の詳細については、下記（４－２－２．内視鏡装置の動作）で改めて説明する。観察像
生成部１３０５は、生成した画像についての情報を、表示装置１４００に送信する。
【０１６３】
　入力部１３０７は、ユーザの操作入力を受け付ける入力インターフェースである。入力
部１３０７は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ及びレバ
ー等、ユーザによって操作される入力装置によって構成される。ユーザは、入力部１３０
７を介して、各種の情報や各種の指示を内視鏡装置１に対して入力することができる。
【０１６４】
　例えば、ユーザは、入力部１３０７を介して、観察モードとして通常観察モード、特殊
観察モード及び通常／特殊観察モードのうちのいずれかを選択する旨の指示を、内視鏡装
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置１に対して入力することができる。選択された観察モードについての情報は、観察像生
成部１３０５並びに照明装置１１００の第１光源部駆動制御部１１２１及び第２光源部駆
動制御部１１２３に入力され、観察像生成部１３０５、第１光源部駆動制御部１１２１及
び第２光源部駆動制御部１１２３は、選択された観察モードに応じて、画像を生成したり
、第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０を駆動させたりする。
【０１６５】
　また、例えば、ユーザは、入力部１３０７を介して、照明装置１１００の第１の光源部
１０１及び第２の光源部１２０からの出射光の強度についての指示を、内視鏡装置１に対
して入力することができる。入力された強度についての情報は、照明装置１１００の第１
光源部駆動制御部１１２１及び第２光源部駆動制御部１１２３に入力され、第１光源部駆
動制御部１１２１及び第２光源部駆動制御部１１２３は、指示された強度が実現されるよ
うに第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０を駆動させる。
【０１６６】
　（表示装置１４００）
　表示装置１４００は、画像処理装置１３００の観察像生成部１３０５によって生成され
た画像を表示する。表示装置１４００の種類は限定されず、表示装置１４００は、例えば
、ＣＲＴディスプレイ装置、液晶ディスプレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ＥＬデ
ィスプレイ装置等であってよい。ユーザは、表示装置１４００に表示された画像を視認す
ることにより、観察部位１５００の診断や治療を行う。
【０１６７】
　以上、図１０～１２を参照して、照明装置２０が適用された内視鏡装置１の一構成例に
ついて説明した。なお、図１０に示す内視鏡装置１の構成は、あくまで一例であり、内視
鏡装置１の具体的な構成は、以上説明した機能が実現される範囲において、適宜変更され
てよい。例えば、内視鏡装置１には、図示した構成以外にも、一般的な既存の内視鏡装置
に備えられる各種の光学素子が更に設けられてもよい。
【０１６８】
　また、照明装置１１００の制御部１１２０の各機能、及び画像処理装置１３００の各機
能は、必ずしも図示するように各装置に搭載されなくてもよく、これらの機能はいずれの
装置によって実行されてもよい。例えば、制御部１１２０の各機能のうちの一部又は全て
が、画像処理装置１３００に搭載されてもよい。あるいは、逆に、画像処理装置１３００
の各機能のうちの一部又は全てが、照明装置１１００に搭載されてもよい。また、上述し
た例では、画像処理装置１３００に設けられる入力部１３０７を介して、照明装置２１０
０の駆動に関する指示入力が行われていたが、照明装置２１００にも入力部１３０７と同
様の機能が設けられてもよく、ユーザは、当該入力部を介して照明装置２１００に対して
各種の指示を入力してもよい。
【０１６９】
　（４－２－２．内視鏡装置の動作）
　以上説明した内視鏡装置１の、観察モードに応じた動作について説明する。内視鏡装置
１では、その観察モードとして、通常観察モード、特殊観察モード及び通常／特殊観察モ
ードのうちのいずれかを選択することができる。
【０１７０】
　（通常観察モード）
　通常観察モードでは、概ね４００ｎｍ～７５０ｎｍの範囲の可視光に対応する広帯域の
光が観察部位１５００に照射され、当該観察部位１５００の画像が取得される。ユーザに
よって、入力部１３０７を介して、観察モードとして通常観察モードを選択する旨の指示
が入力されると、当該指示に応じて、照明装置１１００の第１光源部駆動制御部１１２１
及び第２光源部駆動制御部１１２３によって、第１の光源部１０１及び第２の光源部１２
０ｂがともに駆動される。
【０１７１】
　このとき、照明装置１１００からの出力光は、図１２に示すように、第１の光源部１０
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１からの白色光と、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光とが合波された光（合波白色光
）となる。ここで、通常観察モードでは、合波白色光が、第１の光源部１０１から出射さ
れた元々の白色光に似た色合いになるように、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の出
力が適宜調整され得る。すなわち、ダイクロイックミラー１１５ｂによって減衰又は除去
された波長帯域の成分が、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光によって、元々の白色光
を再現し得るように補完されるように、当該レーザ光の出力が調整され得る。
【０１７２】
　撮像ユニット１２２０では、上述したように、波長が６７０（ｎｍ）以上の光が第１の
撮像素子１２２３に入射され、波長が６７０（ｎｍ）未満の光が第２の撮像素子１２２５
に入射される。従って、画像処理装置１３００の長波長帯域画像生成部１３０１では、第
１の画像として、波長が６７０（ｎｍ）以上の赤色帯域の光に基づく画像が生成される。
また、短波長帯域画像生成部１３０３では、第２の画像として、波長が６７０（ｎｍ）未
満の赤色帯域、緑色帯域及び青色帯域の光に基づく画像が生成される。
【０１７３】
　通常観察モードでは、観察像生成部１３０５は、長波長帯域画像生成部１３０１によっ
て生成された第１の画像のＲＧＢ値と、短波長帯域画像生成部１３０３によって生成され
た第２の画像のＲＧＢ値と、を足し合わせることにより、合成画像を生成する。このよう
にして生成された合成画像は、可視光帯域（約４００（ｎｍ）～７５０（ｎｍ））の照射
光に対応する通常観察像となる。
【０１７４】
　なお、上記の例では、通常観察モードにおいて第１の光源部１０１及び第２の光源部１
２０がともに駆動される場合について説明したが、通常観察モードにおける内視鏡装置１
の動作はかかる例に限定されない。例えば、ダイクロイックミラー１１５ｂによってレザ
フィリンの励起光に対応する波長である６６４（ｎｍ）近傍の波長帯域の光が除去又は低
減された白色光であっても、観察部位１５００の観察に支障がない場合には、第１の光源
部１０１のみが駆動されてもよい。
【０１７５】
　また、上記の例では、合波白色光が、第１の光源部１０１から出射された元々の白色光
に似た色合いになるように、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の出力が調整される場
合について説明したが、通常観察モードにおける内視鏡装置１の動作はかかる例に限定さ
れない。例えば、第１の光源部１０１からの白色光の出力及び第２の光源部１２０ｂから
のレーザ光の出力が適宜調整されることにより、合波白色光が、ユーザによって予め設定
される所定の色合い（例えば各種の標準光源からの白色光に似た色合い）になるように、
可能な範囲で調整されてもよい。また、例えば、第２の光源部１２０ｂは、レザフィリン
の励起光波長に対応する波長帯域のレーザ光に加えて、照明装置１０、２０、３０、４０
における第２の光源部１２０と同様に、光の三原色に対応する、赤色レーザ光、緑色レー
ザ光及び青色レーザ光を出射可能に構成されてもよい。この場合には、各色のレーザ光の
出力が適宜制御されることにより、各種の任意の光源からの白色光の色合いを再現するよ
うに、合波白色光の色温度が調整され得る。なお、このような、赤色レーザ光、緑色レー
ザ光及び青色レーザ光を用いた、合波白色光における色温度の調整は、後述する通常／観
察モードにおいても行われてもよい。
【０１７６】
　（特殊観察モード）
　特殊観察モードでは、光感受性薬剤であるレザフィリンの励起光波長に対応する狭帯域
光が観察部位１５００に照射され、当該観察部位１５００からの蛍光に基づく画像が取得
される。特殊観察モードは、ＰＤＤ及びＰＤＴを行う際に用いられる観察モードである。
【０１７７】
　ユーザによって、入力部１３０７を介して、観察モードとして特殊観察モードを選択す
る旨の指示が入力されると、当該指示に応じて、照明装置１１００の第２光源部駆動制御
部１１２３によって、第２の光源部１２０ｂのみが駆動される。
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【０１７８】
　このとき、照明装置１１００からの出力光は、図１２に示すスペクトルにおいて、白色
光のスペクトルが存在しないもの、すなわち、レザフィリンの励起光波長を中心波長とし
て有するレーザ光となる。なお、一般的に、ＰＤＴでは、ＰＤＤに比べて、より強い強度
で励起光が観察部位１５００に対して照射される。従って、特殊観察モードにおいて、Ｐ
ＤＴが行われる場合には、ＰＤＤが行われる場合に比べて、第２の光源部１２０ｂからの
レーザ光の出力は、より強くなるように設定される。
【０１７９】
　撮像ユニット１２２０では、上述したように、波長が６７０（ｎｍ）以上の光が第１の
撮像素子１２２３に入射され、波長が６７０（ｎｍ）未満の光が第２の撮像素子１２２５
に入射される。従って、画像処理装置１３００の長波長帯域画像生成部１３０１では、第
１の画像として、波長が６７０（ｎｍ）以上の赤色帯域の光に基づく画像が生成される。
【０１８０】
　ここで、レザフィリンの蛍光波長は６７２（ｎｍ）であるため、長波長帯域画像生成部
１３０１によって生成される第１の画像は、当該レザフィリンの蛍光に基づく画像であり
、すなわち、特殊観察モードで観察対象としている、腫瘍が選択的に現れた画像である。
従って、特殊観察モードでは、観察像生成部１３０５は、長波長帯域画像生成部１３０１
によって生成された第１の画像、すなわち蛍光観察像を、表示装置１４００に出力する。
【０１８１】
　（通常／特殊観察モード）
　通常／特殊観察モードでは、通常観察用の白色光の照射と、特殊観察用の励起光の照射
とが同時に行われることにより、通常観察像による術野の形状把握と、特殊観察像による
腫瘍の蛍光観察と、を同時に行うことができる。このように、通常／特殊観察モードによ
る観察を行うことにより、術野のどの位置に腫瘍が存在するかを容易に判断することが可
能となる。
【０１８２】
　ユーザによって、入力部１３０７を介して、観察モードとして通常／特殊観察モードを
選択する旨の指示が入力されると、通常観察モードと同様に、当該指示に応じて、照明装
置１１００の第１光源部駆動制御部１１２１及び第２光源部駆動制御部１１２３によって
、第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂがともに駆動される。このとき、照明装
置１１００からの出力光は、図１２に示すように、第１の光源部１０１からの白色光と、
第２の光源部１２０ｂからのレーザ光とが合波された光（合波白色光）となる。ただし、
通常観察モードとは異なり、通常／特殊観察モードでは、第２の光源部１２０ｂからのレ
ーザ光の出力は、ＰＤＤ及びＰＤＴに応じた値に調整される。なお、このとき、特殊観察
モードと同様に、ＰＤＴが行われる場合には、ＰＤＤが行われる場合に比べて、第２の光
源部１２０ｂからのレーザ光の出力は、より強くなるように設定される。
【０１８３】
　撮像ユニット１２２０では、上述したように、波長が６７０（ｎｍ）以上の光が第１の
撮像素子１２２３に入射され、波長が６７０（ｎｍ）未満の光が第２の撮像素子１２２５
に入射される。従って、画像処理装置１３００の長波長帯域画像生成部１３０１では、第
１の画像として、波長が６７０（ｎｍ）以上の赤色帯域の光に基づく画像が生成される。
また、短波長帯域画像生成部１３０３では、第２の画像として、波長が６７０（ｎｍ）未
満の赤色帯域、緑色帯域及び青色帯域の光に基づく画像が生成される。
【０１８４】
　ここで、レザフィリンの蛍光波長は６７２（ｎｍ）であるため、長波長帯域画像生成部
１３０１によって生成される第１の画像は、当該レザフィリンの蛍光に基づく画像であり
、すなわち、腫瘍が選択的に現れた画像である。一方、短波長帯域画像生成部１３０３に
よって生成された第２の画像のうち、赤色の成分は、照射光のうち、レザフィリンの励起
光波長に対応する成分に基づくものであると考えられる。このような第２の画像における
赤色成分は、腫瘍の蛍光観察の妨げになる成分であると言える。
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【０１８５】
　従って、通常／特殊観察モードでは、観察像生成部１３０５は、長波長帯域画像生成部
１３０１によって生成された第１の画像のＲ値と、短波長帯域画像生成部１３０３によっ
て生成された第２の画像のＧＢ値と、を足し合わせることにより、合成画像を生成する。
このようにして生成された合成画像は、第２の画像のＧＢ値に基づく通常観察像と、第１
の画像のＲ値に基づく蛍光観察像と、が重ね合わされた画像となる。当該画像では、ＢＧ
値に基づく通常観察像内に、腫瘍が赤色で表示されることとなる。
【０１８６】
　なお、上記の例では、通常／特殊観察モードにおいて第１の光源部１０１及び第２の光
源部１２０がともに駆動される場合について説明したが、通常／特殊観察モードにおける
内視鏡装置１の動作はかかる例に限定されない。例えば、上述した通常観察モードにおけ
る動作と、特殊観察モードにおける動作と、を時分割で連続的に交互に実行することによ
り、通常観察像及び蛍光観察像をそれぞれ得て、観察像生成部１３０５によってこれらが
合成されることにより、通常観察像と蛍光観察像とが重ね合わされた画像が取得されても
よい。
【０１８７】
　また、上記の例では、最終的に得られる画像は、ＢＧ値に基づく通常観察像内に、腫瘍
が赤色で表示されたものとなり得る。しかしながら、赤色で表示された腫瘍が、必ずしも
ユーザにとって視認しやすいものであるとは限らない。従って、ユーザの要望に基づいて
、観察像生成部１３０５によって、腫瘍の表示色を適宜変更する画像処理が更に行われて
もよい。これにより、ユーザによる腫瘍の視認性をより向上させることができる。
【０１８８】
　以上、第２の実施形態に係る照明装置２０と略同様の構成を有する照明装置１１００が
組み込まれた内視鏡装置１の構成及び動作について説明した。照明装置１１００を内視鏡
装置１の光源として用いることにより、照明装置２０と同様に、以下の効果を得ることが
できる。
【０１８９】
　すなわち、照明装置１１００には、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の光路上に拡
散部材１１１が設けられており、当該拡散部材１１１によってレーザ光の放射角が拡大さ
れる。一般的に第１の光源部１０１に使用される白色ＬＥＤは、第２の光源部１２０ｂで
使用されるレーザ光源（例えば半導体レーザ）に比べて、そのビーム径及び放射角が大き
い。従って、拡散部材１１１を用いて第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の放射角を拡
大させることにより、ライトガイド１３０の入射端面における、第１の光源部１０１から
の白色光及び第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の、ビーム径及び入射角の略同一性を
担保する、すなわちライトガイド１３０の出力端におけるビーム径及び放射角度を略同一
にすることが可能となる。よって、観察部位１５００における照射光の輝度分布を略同一
にすることができ、照射光の色むら等を低減することができる。
【０１９０】
　また、照明装置１１００では、コンデンサ光学系１１７が、ライトガイド１３０の入射
端の面積をなるべく満たすように２次光源からの光を結像させるように構成される。これ
により、照明装置１０全体としてのスペックルノイズを低減させることができる。従って
、スペックルノイズが低減された、より高品質な観察像を得ることができる。
【０１９１】
　更に、内視鏡装置１では、以下の効果を得ることができる。
【０１９２】
　照明装置１１００では、第１の光源部１０１からの白色光及び第２の光源部１２０ｂか
らのレーザ光が、同一光軸上で合波される。従って、第１の光源部１０１からの白色光を
照射光として用いた場合と、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光を照射光として用いた
場合とで、観察部位１５００の起伏に起因して生じる影が同一の形状で観察される。従っ
て、通常観察時に影が存在しない部分に、蛍光観察時には影が存在してしまい、励起光を
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当該部分に照射できないという事態が発生することはない。よって、ユーザは、通常観察
モードで狙いを定めた箇所に特殊観察モードで励起光を照射するという、一連の操作を、
よりスムーズに行うことができ、ユーザの利便性を向上させることができる。
【０１９３】
　また、照明装置１１００では、第１の光源部１０１は例えば白色ＬＥＤによって構成さ
れ、第２の光源部１２０ｂは例えば半導体レーザによって構成される。このように、第１
の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂが半導体発光素子によって構成される場合には
、その駆動電流を適宜制御することにより、各光源部からの出射光の出力を、任意のタイ
ミングで独立に制御することが可能となる。従って、照明装置１１００からの出力光を、
より高い自由度で調整することが可能となる。
【０１９４】
　なお、以上説明した適用例では、簡単のため、第２の光源部１２０ｂから、光感受性薬
剤の励起光波長に対応する波長帯域のレーザ光のみが出射される場合について説明したが
、照明装置１１００においても、照明装置１０、２０、３０、４０と同様に、第２の光源
部１２０ｂから、互いに異なる複数の波長帯域のレーザ光が出射されてもよい。第２の光
源部１２０ｂがこのように構成される場合には、上記のように各レーザ光の出力を独立に
制御することにより、通常観察モード及び通常／特殊観察モードにおいて照射光として用
いられる合波白色光の色温度の調整をより容易に行うことが可能となる。
【０１９５】
　また、照明装置１１００では、第１の光源部１０１からの白色光及び第２の光源部１２
０ｂからのレーザ光のそれぞれに対して、合波前の強度を検出するための光検出器１１０
５、１１０９が設けられる。そして、光検出器１１０５、１１０９によってモニタされた
白色光及びレーザ光の強度に応じて、第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂの駆
動が制御される。従って、第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂからの出射光の
強度を、より高精度に制御することができ、照明装置１１００からの出力光の品質をより
向上させることができる。
【０１９６】
　また、照明装置１１００では、ダイクロイックミラー１１５ｂによって、第１の光源部
１０１からの白色光から所定の波長帯域の光が減衰又は除去されるとともに、当該白色光
に対して、当該減衰又は除去された波長帯域の成分を補うように、第２の光源部１２０ｂ
からのレーザ光が合波される。また、その際、合波された光が、本来の白色光に似た色合
いになるように、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の出力が適宜調整され得る。従っ
て、通常観察モード及び通常／特殊観察モードにおいて合波白色光を用いた観察を行う場
合に、ユーザによって感じられる観察部位１５００の色合いの変化を最小限に抑えること
ができる。
【０１９７】
　また、内視鏡装置１では、特殊観察モード及び通常／特殊観察モードにおいて、光学フ
ィルタ１２２１により、第１の撮像素子１２２３に、励起光に対応する波長帯域の光は入
射せず、蛍光に対応する波長帯域の光は入射するように、撮像ユニット１２２０が構成さ
れる。このように、本適用例によれば、光学フィルタ１２２１という比較的簡易な構成に
より、観察部位１５００から発せられる微弱な蛍光成分を高精度に検出することが可能と
なり、より高精細な蛍光観察像を得ることができる。
【０１９８】
　また、内視鏡装置１では、観察モードに応じて、観察像生成部１３０５による処理が適
宜切り替えられることにより、通常観察モードでの通常観察像による術野の確認、特殊観
察モードでの蛍光観察像による腫瘍診断、及び、通常／特殊観察モードでの通常観察像と
蛍光観察像とが重ね合わされた画像による術野中の腫瘍の位置確認を、ユーザの要望に応
じて、適宜行うことができる。特に、通常／特殊観察モードでは、白色光と励起光とを時
分割で照射するのではなく、同時に照射しながら、通常観察像と蛍光観察像とが重ね合わ
された画像を得ることができる。従って、術野における腫瘍の観察をリアルタイムで行う
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ことが可能になる。更に、本適用例では、このような通常／特殊観察モードでの画像取得
が、光学フィルタ１２２１、複数の撮像素子（第１の撮像素子１２２３及び第２の撮像素
子１２２５）及び画像処理装置１３００の各機能（長波長帯域画像生成部１３０１、短波
長帯域画像生成部１３０３及び観察像生成部１３０５）という、比較的簡易な構成によっ
て実行可能である。従って、装置を大型化することなく、また、コストを増加させること
なく、より高品質な通常／特殊観察モードでの観察像を得ることができる。
【０１９９】
　（４－２－３．内視鏡装置の他の構成例）
　図１３を参照して、以上説明した内視鏡装置１の一変形例として、当該内視鏡装置１の
他の構成例について説明する。図１３は、図１０に示す内視鏡装置１の他の構成例を示す
図である。なお、本変形例に係る内視鏡装置は、図１０に示す内視鏡装置１に対して、内
視鏡部１２００の構成が変更されたものに対応する。従って、図１３では、本変形例に係
る内視鏡装置の構成のうち、内視鏡部１２００ｃのみを図示している。
【０２００】
　図１３を参照すると、本変形例に係る内視鏡装置の内視鏡部１２００ｃは、鏡筒１２１
０と、撮像ユニット１２２０ｃと、を有する。ここで、鏡筒１２１０の構成及び機能は、
図１０に示す鏡筒１２１０の構成及び機能と同様である。一方、撮像ユニット１２２０ｃ
は、光学フィルタ１２２１と、第１の撮像素子１２２３と、第２の撮像素子１２２５と、
第２の光学フィルタ１２２７と、を有する。このように、本変形例に係る撮像ユニット１
２２０ｃは、図１０に示す内視鏡装置１の撮像ユニット１２２０に対して、第２の光学フ
ィルタ１２２７が更に設けられたものに対応する。
【０２０１】
　図示するように、第２の光学フィルタ１２２７は、第２の撮像素子１２２５の前段に設
けられる。第２の光学フィルタ１２２７は、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の波長
帯域に対応する光（例えばレザフィリンの励起光波長（６６４（ｎｍ））に対応する波長
帯域の光）のみを遮断するノッチフィルタである。第２の光学フィルタ１２２７が設けら
れることにより、第２の撮像素子１２２５への、レザフィリンの励起光波長に対応する波
長帯域の光の受光量が抑制されることとなる。
【０２０２】
　本変形例において、通常観察モード及び特殊観察モードでの観察像生成部１３０５にお
ける処理は、上述した内視鏡装置１における処理と同様である。ただし、通常／特殊観察
モードでの観察像生成部１３０５における処理は、上述した内視鏡装置１における処理と
若干異なるものとなる。
【０２０３】
　具体的には、通常／特殊観察モードでは、第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０
ｂがともに駆動され、第１の光源部１０１からの白色光と、第２の光源部１２０ｂからの
レーザ光とが合波された光が、観察部位１５００に対して照射される。このとき、第２の
光源部１２０ｂからのレーザ光の出力は、ＰＤＤ及びＰＤＴに応じた値に調整される。
【０２０４】
　撮像ユニット１２２０ｃでは、波長が６７０（ｎｍ）以上の光が第１の撮像素子１２２
３に入射され、波長が６７０（ｎｍ）未満の光が第２の撮像素子１２２５に入射される。
ただし、第２の撮像素子１２２５に入射する光からは、レザフィリンの励起光波長に対応
する波長帯域の成分はカットされている。
【０２０５】
　画像処理装置１３００の長波長帯域画像生成部１３０１では、第１の画像として、波長
が６７０（ｎｍ）以上の赤色帯域の光に基づく腫瘍を示す画像が生成される。また、短波
長帯域画像生成部１３０３では、第２の画像として、波長が６７０（ｎｍ）未満の赤色帯
域、緑色帯域及び青色帯域の光に基づく画像が生成される。ただし、短波長帯域画像生成
部１３０３によって生成される第２の画像からは、レザフィリンの励起光波長に対応する
波長帯域の成分はカットされている。
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【０２０６】
　本変形例では、観察像生成部１３０５は、長波長帯域画像生成部１３０１によって生成
された画像のＲＧＢ値と、短波長帯域画像生成部１３０３によって生成された画像のＲＧ
Ｂ値と、を足し合わせることにより、合成画像を生成する。短波長帯域画像生成部１３０
３によって生成される第２の画像から、レザフィリンの励起光波長に対応する波長帯域の
成分がカットされているため、両方の画像のＲＧＢ値を単純に足し合わせることにより、
通常観察像と蛍光観察像とが重ね合わされた画像を得ることができるのである。
【０２０７】
　ここで、特にＰＤＴを行う場合には、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の強度は、
第１の光源部１０１からの白色光の強度に比べて非常に大きいものとなる。従って、第２
の光源部１２０ｂからのレーザ光の波長帯域に対応する光に基づいて画像が生成されると
、当該波長帯域の光の受光量が飽和してしまい、正常な画像が生成できない可能性がある
。そこで、上述した内視鏡装置１では、通常／特殊観察モードにおいて、第１の画像のＲ
値と第２の画像のＧＢ値とを足し合わせることにより、いわば画像処理の段階で第２の光
源部１２０ｂからのレーザ光の波長帯域に対応する成分をカットして、合成画像を生成し
ていた。一方、本変形例では、第２の撮像素子１２２５の前段に第２の光学フィルタ１２
２７を設け、第２の撮像素子１２２５への第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の波長帯
域に対応する光の入射を遮断することにより、単純に第１の画像のＲＧＢ値と第２の画像
のＲＧＢ値とを足し合わせることにより、当該レーザ光の波長帯域の成分がカットされた
画像を得ることができるのである。
【０２０８】
　（４－３．顕微鏡装置）
　（４－３－１．顕微鏡装置の構成）
　図１４及び図１５を参照して、照明装置１０、２０、３０、４０が、顕微鏡装置に適用
された場合における、当該顕微鏡装置の構成について説明する。図１４は、第１の実施形
態、第２の実施形態、及び各変形例に係る照明装置１０、２０、３０、４０が適用された
顕微鏡装置の一構成例を示す図である。図１５は、観察部位１５００における照射光の照
射範囲について説明するための説明図である。
【０２０９】
　なお、以下の説明では、一例として、第１の実施形態に係る照明装置１０に対応する構
成が顕微鏡装置に搭載される場合について説明する。後述するように、顕微鏡装置に対し
て照明装置１０、２０、３０、４０が適用される場合には、ＰＤＴを行う際に観察部位１
５００に対する励起光の照射強度を精度良く制御するために、照明装置１０のように光フ
ァイバ１０７が搭載された照明装置が用いられることが好ましい。ただし、本適用例はか
かる例に限定されず、他の照明装置２０、３０、４０に対応する構成が顕微鏡装置に搭載
されてもよい。
【０２１０】
　図１４を参照すると、顕微鏡装置２は、照明装置２１００と、撮像ユニット２２００と
、画像処理装置１３００と、表示装置１４００と、を有する。なお、図１４では、照明装
置２１００からの出力光が照射される観察部位１５００を併せて模擬的に図示している。
【０２１１】
　（照明装置２１００）
　照明装置２１００は、通常観察用の白色光（合波白色光）及び蛍光観察用の励起光を生
成する。照明装置２１００によって生成された白色光及び／又は励起光が、後述する投影
レンズ１１１１を介して外部に向かって投射され、観察部位１５００に対して照射される
。
【０２１２】
　ここで、照明装置２１００は、上述した第１の実施形態に係る照明装置１０に対応する
ものである。ただし、顕微鏡装置２に搭載するに当たり、いくつかの部材が省略、追加さ
れている。
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【０２１３】
　具体的には、照明装置２１００は、白色光を照射する第１の光源部１０１と、第１のコ
リメート光学系１０３と、所定の波長帯域の光を出射する少なくとも１つのレーザ光源か
らなる第２の光源部１２０ｂと、結合光学系１０５と、光ファイバ１０７と、第３のコリ
メート光学系１０９と、ダイクロイックミラー１１５ｂと、コンデンサ光学系１１７と、
レーザラインフィルタ１１０１と、ハーフミラー１１０３と、光検出器１１０５と、ハー
フミラー１１０７と、光検出器１１０９と、制御部１１２０と、を有する。
【０２１４】
　このように、照明装置２１００は、第１の実施形態に係る照明装置１０に対して、レー
ザラインフィルタ１１０１、ハーフミラー１１０３、光検出器１１０５、ハーフミラー１
１０７及び光検出器１１０９が追加されるとともに、第２のコリメート光学系１１３及び
拡散部材１１１が省略されたものに対応する。また、照明装置２１００では、第１の実施
形態に係る照明装置１０に対して、第２の光源部１２０及びダイクロイックミラー１１５
の光学特性も変更されている。他の部材の構成及び機能は、図１に示すこれらの各部材の
構成及び機能と同様であるため、これらの部材の各々についての詳細な説明は省略する。
また、制御部１１２０は、図１では図示を省略していた、第１の光源部１０１及び第２の
光源部１２０ｂの駆動を制御する制御部に対応するものである。
【０２１５】
　ここで、第２の光源部１２０ｂ、ダイクロイックミラー１１５ｂ、レーザラインフィル
タ１１０１、ハーフミラー１１０３、光検出器１１０５、ハーフミラー１１０７、光検出
器１１０９及び制御部１１２０の構成及び機能は、図１０に示す内視鏡装置１におけるこ
れらの部材の構成及び機能と同様であるため、その詳細な説明は省略する。
【０２１６】
　図示するように、照明装置２１００では、第２の光源部１２０ｂから出射されたレーザ
光は、結合光学系１０５、光ファイバ１０７、第３のコリメート光学系１０９、レーザラ
インフィルタ１１０１及びハーフミラー１１０３をこの順に通過して、略平行光としてダ
イクロイックミラー１１５ｂに入射する。一方、第１の光源部１０１から出射された白色
光は、第１のコリメート光学系１０３を通過して、略平行光としてダイクロイックミラー
１１５ｂに入射する。
【０２１７】
　照明装置２１００の筐体の隔壁の一部領域には、投影レンズ１１１１が設けられており
、ダイクロイックミラー１１５ｂを通過した光は、当該投影レンズ１１１１を介して観察
部位１５００に照射される。
【０２１８】
　ここで、以下では、一例として、内視鏡装置１と同様に、光感受性薬剤としてレザフィ
リンが用いられる場合における顕微鏡装置２の構成及び動作について説明する。また、上
記（１．第１の実施形態）で説明した構成例では、第２の光源部１２０は、互いに異なる
３つの波長帯域のレーザ光を合波して出射していたが、ここでは、説明を簡単にするため
に、第２の光源部１２０ｂは、レザフィリンの励起光波長に対応する波長帯域のレーザ光
のみを出射するものとして説明を行う。これは、第２の光源部１２０ｂを構成する複数の
レーザ光源のうち、レザフィリンの励起光波長に対応するレーザ光を出射可能なレーザ光
源のみが駆動されている状態に対応する。
【０２１９】
　なお、レザフィリンが用いられる場合におけるダイクロイックミラー１１５ｂの特性は
、図１１及び図１２を参照して上述した特性と同様である。すなわち、第１の光源部１０
１から出射された白色光及び第２の光源部１２０ｂから出射されたレーザ光がダイクロイ
ックミラー１１５ｂによって合波された光は、第１の光源部１０１から出射された白色光
からレザフィリンの励起光波長に対応する波長帯域の成分が減衰又は除去されるとともに
、当該減衰又は除去された成分が、第２の光源部１２０ｂから出射されるレーザ光によっ
て補完されて生成された白色光（すなわち合波白色光）となる。
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【０２２０】
　合波白色光が観察部位１５００に照射される場合における、当該観察部位１５００にお
ける照射範囲の一例を、図１５に示す。図１５に示すように、第１の光源部１０１から出
射された白色光及び第２の光源部１２０ｂから出射されたレーザ光が、ともに観察部位１
５００に照射される場合、特に通常／特殊観察モードである場合には、第２の光源部１２
０ｂからのレーザ光による第２の照射範囲１５０３が、第１の光源部１０１からの白色光
による第１の照射範囲１５０１に包含されるように、照射範囲１５０１、１５０３が調整
されることが好ましい。照射範囲１５０１、１５０３が図示するような関係にある場合に
は、例えばＰＤＤ又はＰＤＴを行う場合に、第１の光源部１０１からの白色光により観察
部位１５００の通常観察を行い、当該通常観察によって狙いを定めた部位に対して、第２
の光源部１２０ｂからのレーザ光（すなわち励起光）を集中的に照射することが可能にな
る。
【０２２１】
　第１の照射範囲１５０１及び第２の照射範囲１５０３の調整は、光ファイバ１０７のコ
ア径、第３のコリメート光学系１０９の焦点距離及び投影レンズ１１１１の焦点距離を調
整することにより制御可能である。このとき、光ファイバ１０７の出射端面における像が
、観察部位１５００に結像するように、各部材の光学特性が調整されることが望ましい。
この場合には、光ファイバ１０７の出射端と観察部位１５００とが共役になり得るため、
光ファイバ１０７の出射端面におけるレーザ光の強度及びサイズを調整することにより、
観察部位１５００における照射レーザ光の強度及びサイズを調整することができるからで
ある。
【０２２２】
　ここで、例えばＰＤＴを行う場合には、患部（腫瘍）に照射する励起光の単位時間当た
り、単位面積当たりの強度が、その腫瘍の種類や光感受性薬剤の種類等に応じて定められ
ていることが一般的である。従って、顕微鏡装置２においては、上記のように、光ファイ
バ１０７を用いて観察部位１５００に照射されるレーザ光の強度及びサイズを適宜調整す
ることにより、ＰＤＴをより効果的に行うことが可能となる。
【０２２３】
　顕微鏡装置２では、光ファイバ１０７が設けられ、観察部位１５００と共役になり得る
当該光ファイバ１０７の出射端におけるレーザ光の強度及びサイズが適宜調整されること
により、観察部位１５００における照射レーザ光の強度及びサイズを調整することが可能
になる。従って、ＰＤＴを行う際に観察部位１５００に対する励起光の照射を精度良く制
御するためには、顕微鏡装置２には、図示するように光ファイバ１０７が設けられること
が好ましい。
【０２２４】
　（撮像ユニット２２００）
　撮像ユニット２２００は、光学フィルタ１２２１と、第１の撮像素子１２２３と、第２
の撮像素子１２２５と、イメージレンズ２２２７と、を有する。イメージレンズ２２２７
は、撮像ユニット２２００の筐体の隔壁の一部領域に設けられ、観察部位１５００からの
反射光を当該筐体内に導光する。イメージレンズ２２２７を介して撮像ユニット２２００
の筐体内に導光された光は、当該筐体内に設けられる光学フィルタ１２２１に入射する。
なお、図１４では、撮像ユニット２２００における光の伝播を、破線矢印で模擬的に図示
している。
【０２２５】
　光学フィルタ１２２１、第１の撮像素子１２２３及び第２の撮像素子１２２５の構成及
び機能は、図１０に示す内視鏡装置１におけるこれらの部材の構成及び機能と同様である
ため、その詳細な説明は省略する。すなわち、観察部位１５００からの反射光は、光学フ
ィルタ１２２１によって、例えば波長が６７０（ｎｍ）以上の光と波長が６７０（ｎｍ）
未満の光とに分離され、波長が６７０（ｎｍ）以上の光が第１の撮像素子１２２３に入射
し、波長が６７０（ｎｍ）未満の光が第２の撮像素子１２２５に入射する。
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【０２２６】
　（画像処理装置１３００）
　画像処理装置１３００は、撮像ユニット２２００によって検出された観察部位１５００
からの反射光に基づいて、観察部位１５００の撮像画像（観察像）を生成する。なお、画
像処理装置１３００の構成及び機能は、図１０に示す内視鏡装置１における画像処理装置
１３００の構成及び機能と同様であるため、その詳細な説明は省略する。
【０２２７】
　（表示装置１４００）
　表示装置１４００は、画像処理装置１３００の観察像生成部１３０５によって生成され
た画像を表示する。なお、表示装置１４００の構成及び機能は、図１０に示す内視鏡装置
１における表示装置１４００の構成及び機能と同様であるため、その詳細な説明は省略す
る。
【０２２８】
　（４－３－２．顕微鏡装置の動作）
　以上説明した顕微鏡装置２の、観察モードに応じた動作について説明する。顕微鏡装置
２では、その観察モードとして、通常観察モード、特殊観察モード及び通常／特殊観察モ
ードのうちのいずれかを選択することができる。なお、顕微鏡装置２の各観察モードに応
じた動作は、図１０に示す内視鏡装置１における各観察モードに応じた動作と同様である
ため、重複する事項についての詳細な説明は省略する。
【０２２９】
　（通常観察モード）
　通常観察モードでは、概ね４００ｎｍ～７５０ｎｍの範囲の可視光に対応する広帯域の
光が観察部位１５００に照射され、当該観察部位１５００の画像が取得される。
【０２３０】
　ユーザによって観察モードとして通常観察モードが選択されると、照明装置２１００の
第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂがともに駆動される。このとき、照明装置
１１００からの出力光は、図１２に示すように、第１の光源部１０１からの白色光と、第
２の光源部１２０からのレーザ光とが合波された光（合波白色光）となる。ここで、通常
観察モードでは、合波白色光が、第１の光源部１０１から出射された元々の白色光に似た
色合いになるように、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の出力が適宜調整され得る。
【０２３１】
　撮像ユニット２２００では、上述したように、波長が６７０（ｎｍ）以上の光が第１の
撮像素子１２２３に入射し、波長が６７０（ｎｍ）未満の光が第２の撮像素子１２２５に
入射する。従って、画像処理装置１３００の長波長帯域画像生成部１３０１では、第１の
画像として、波長が６７０（ｎｍ）以上の赤色帯域の光に基づく画像が生成される。また
、短波長帯域画像生成部１３０３では、第２の画像として、波長が６７０（ｎｍ）未満の
赤色帯域、緑色帯域及び青色帯域の光に基づく画像が生成される。
【０２３２】
　通常観察モードでは、観察像生成部１３０５は、長波長帯域画像生成部１３０１によっ
て生成された画像のＲＧＢ値と、短波長帯域画像生成部１３０３によって生成された画像
のＲＧＢ値と、を足し合わせることにより、合成画像を生成する。このようにして生成さ
れた合成画像は、可視光帯域（約４００（ｎｍ）～７５０（ｎｍ））の照射光に対応する
通常観察像となる。
【０２３３】
　（特殊観察モード）
　特殊観察モードでは、光感受性薬剤であるレザフィリンの励起光波長に対応する狭帯域
の光が観察部位１５００に照射され、当該観察部位１５００からの蛍光に基づく画像が取
得される。特殊観察モードは、ＰＤＤ及びＰＤＴを行う際に用いられる観察モードである
。
【０２３４】
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　ユーザによって観察モードとして特殊観察モードが選択されると、照明装置１１００の
第２の光源部１２０のみが駆動される。このとき、照明装置１１００からの出力光は、図
１２に示すスペクトルにおいて白色光のスペクトルが存在しないもの、すなわち、レザフ
ィリンの励起光波長を中心波長として有するレーザ光となる。なお、特殊観察モードにお
いて、ＰＤＴが行われる場合には、ＰＤＤが行われる場合に比べて、第２の光源部１２０
からのレーザ光の出力は、より強くなるように設定される。
【０２３５】
　撮像ユニット２２００では、上述したように、波長が６７０（ｎｍ）以上の光が第１の
撮像素子１２２３に入射し、波長が６７０（ｎｍ）未満の光が第２の撮像素子１２２５に
入射する。従って、画像処理装置１３００の長波長帯域画像生成部１３０１では、第１の
画像として、波長が６７０（ｎｍ）以上の赤色帯域の光に基づく画像が生成される。
【０２３６】
　ここで、レザフィリンの蛍光波長は６７２（ｎｍ）であるため、長波長帯域画像生成部
１３０１によって生成される第１の画像は、当該レザフィリンの蛍光に基づく画像であり
、すなわち、特殊観察モードで観察対象としている、腫瘍が選択的に現れた画像である。
従って、特殊観察モードでは、観察像生成部１３０５は、長波長帯域画像生成部１３０１
によって生成された画像、すなわち蛍光観察像を、表示装置１４００に出力する。
【０２３７】
　（通常／特殊観察モード）
　通常／特殊観察モードでは、通常観察用の白色光の照射と、特殊観察用の励起光の照射
とが同時に行われることにより、通常観察像による術野の形状把握と、特殊観察像による
腫瘍の蛍光観察と、を同時に行うことができる。
【０２３８】
　ユーザによって、観察モードとして通常／特殊観察モードが選択されると、通常観察モ
ードと同様に、照明装置１１００の第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂがとも
に駆動される。このとき、照明装置１１００からの出力光は、図１２に示すように、第１
の光源部１０１からの白色光と、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光とが合波された光
（合波白色光）となる。ただし、通常観察モードとは異なり、通常／特殊観察モードでは
、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の出力は、ＰＤＤ及びＰＤＴに応じた値に調整さ
れる。また、特殊観察モードと同様に、ＰＤＴが行われる場合には、ＰＤＤが行われる場
合に比べて、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の出力は、より強くなるように設定さ
れる。
【０２３９】
　撮像ユニット２２００では、上述したように、波長が６７０（ｎｍ）以上の光が第１の
撮像素子１２２３に入射し、波長が６７０（ｎｍ）未満の光が第２の撮像素子１２２５に
入射する。従って、画像処理装置１３００の長波長帯域画像生成部１３０１では、第１の
画像として、波長が６７０（ｎｍ）以上の赤色帯域の光に基づく画像が生成される。また
、短波長帯域画像生成部１３０３では、第２の画像として、波長が６７０（ｎｍ）未満の
赤色帯域、緑色帯域及び青色帯域の光に基づく画像が生成される。
【０２４０】
　ここで、レザフィリンの蛍光波長は６７２（ｎｍ）であるため、長波長帯域画像生成部
１３０１によって生成される第１の画像は、当該レザフィリンの蛍光に基づく画像であり
、すなわち、腫瘍が選択的に現れた画像である。一方、短波長帯域画像生成部１３０３に
よって生成された第２の画像のうち、赤色の成分は、照射光のうち、レザフィリンの励起
光波長に対応する成分に基づくものであると考えられる。このような第２の画像における
赤色成分は、腫瘍の蛍光観察の妨げになる成分であると言える。
【０２４１】
　従って、通常／特殊観察モードでは、観察像生成部１３０５は、長波長帯域画像生成部
１３０１によって生成された第１の画像のＲ値と、短波長帯域画像生成部１３０３によっ
て生成された第２の画像のＧＢ値と、を足し合わせることにより、合成画像を生成する。
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このようにして生成された合成画像は、第２の画像のＧＢ値に基づく通常観察像と、第１
の画像のＲ値に基づく蛍光観察像と、が重ね合わされた画像となる。当該画像では、ＢＧ
値に基づく通常観察像内に、腫瘍が赤色で表示されることとなる。
【０２４２】
　以上、第１の実施形態に係る照明装置１０と略同様の構成を有する照明装置２１００が
組み込まれた顕微鏡装置２の構成及び動作について説明した。顕微鏡装置２によれば、上
述した内視鏡装置１と同様に、以下の効果を奏することができる。
【０２４３】
　照明装置２１００では、第１の光源部１０１からの白色光及び第２の光源部１２０ｂか
らのレーザ光が、同一光軸上で合波される。従って、第１の光源部１０１からの白色光を
照射光として用いた場合と、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光を照射光として用いた
場合とで、観察部位１５００の起伏に起因して生じる影が同一の形状で観察される。従っ
て、通常観察時に影が存在しない部分に、蛍光観察時には影が存在してしまい、励起光を
当該部分に照射できないという事態が発生することはない。よって、ユーザは、通常観察
モードで狙いを定めた箇所に特殊観察モードで励起光を照射するという、一連の操作を、
よりスムーズに行うことができ、ユーザの利便性を向上させることができる。
【０２４４】
　また、照明装置２１００では、第１の光源部１０１は例えば白色ＬＥＤによって構成さ
れ、第２の光源部１２０ｂは例えば半導体レーザによって構成される。このように、第１
の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂが半導体発光素子によって構成される場合には
、その駆動電流を適宜制御することにより、各光源部からの出射光の出力を、任意のタイ
ミングで独立に制御することが可能となる。従って、照明装置１１００からの出力光を、
より高い自由度で調整することが可能となる。
【０２４５】
　なお、以上説明した適用例では、簡単のため、第２の光源部１２０ｂから、光感受性薬
剤の励起光波長に対応する波長帯域のレーザ光のみが出射される場合について説明したが
、照明装置２１００においても、照明装置１０、２０、３０、４０と同様に、第２の光源
部１２０ｂから、互いに異なる波長帯域の複数のレーザ光（例えば、光の三原色に対応す
る、赤色レーザ光、緑色レーザ光及び青色レーザ光）が出射されてもよい。第２の光源部
１２０ｂがこのように構成される場合には、各色のレーザ光の出力を独立に制御すること
により、通常観察モード及び通常／特殊観察モードにおいて照射光として用いられる合波
白色光の色温度の調整をより容易に行うことが可能となる。
【０２４６】
　また、照明装置２１００では、第１の光源部１０１からの白色光及び第２の光源部１２
０ｂからのレーザ光のそれぞれに対して、合波前の強度を検出するための光検出器１１０
５、１１０９が設けられる。そして、光検出器１１０５、１１０９によってモニタされた
白色光及びレーザ光の強度に応じて、第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂの駆
動が制御される。従って、第１の光源部１０１及び第２の光源部１２０ｂからの出射光の
強度を、より高精度に制御することができ、照明装置２１００からの出力光の品質をより
向上させることができる。
【０２４７】
　また、照明装置２１００では、ダイクロイックミラー１１５ｂによって、第１の光源部
１０１からの白色光から所定の波長帯域の光が減衰又は除去されるとともに、当該白色光
に対して、当該減衰又は除去された波長帯域の成分を補うように、第２の光源部１２０ｂ
からのレーザ光が合波される。また、その際、合波された光が、本来の白色光に似た色合
いになるように、第２の光源部１２０ｂからのレーザ光の出力が適宜調整され得る。従っ
て、通常観察モード及び通常／特殊観察モードにおいて合波白色光を用いた観察を行う場
合に、ユーザによって感じられる観察部位１５００の色合いの変化を最小限に抑えること
ができる。
【０２４８】
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　また、顕微鏡装置２では、特殊観察モード及び通常／特殊観察モードにおいて、光学フ
ィルタ１２２１により、第１の撮像素子１２２３に、励起光に対応する波長帯域の光は入
射せず、蛍光に対応する波長帯域の光は入射するように、撮像ユニット２２００が構成さ
れる。このように、本適用例によれば、光学フィルタ１２２１という比較的簡易な構成に
より、観察部位１５００から発せられる微弱な蛍光成分を高精度に検出することが可能と
なり、より高精細な蛍光観察像を得ることができる。
【０２４９】
　また、顕微鏡装置２では、観察モードに応じて、観察像生成部１３０５による処理が適
宜切り替えられることにより、通常観察モードでの通常観察像による術野の確認、特殊観
察モードでの蛍光観察像による腫瘍診断、及び、通常／特殊観察モードでの通常観察像と
蛍光観察像とが重ね合わされた画像による術野中の腫瘍の位置確認を、ユーザの要望に応
じて、適宜行うことができる。特に、通常／特殊観察モードでは、白色光と励起光とを時
分割で照射するのではなく、同時に照射しながら、通常観察像と蛍光観察像とが重ね合わ
された画像を得ることができる。従って、術野における腫瘍の観察をリアルタイムで行う
ことが可能になる。更に、本適用例では、このような通常／特殊観察モードでの画像取得
が、光学フィルタ１２２１、複数の撮像素子（第１の撮像素子１２２３及び第２の撮像素
子１２２５）及び画像処理装置１３００の各機能（長波長帯域画像生成部１３０１、短波
長帯域画像生成部１３０３及び観察像生成部１３０５）という、比較的簡易な構成によっ
て実行可能である。従って、装置を大型化することなく、また、コストを増加させること
なく、より高品質な通常／特殊観察モードでの観察像を得ることができる。
【０２５０】
　（５．補足）
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０２５１】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的又は例示的なものであって限定的
なものではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、又は上記の効果に
代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏し得る。
【０２５２】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）白色光を出射する第１の光源部と、前記白色光の波長帯域に含まれる複数の所定の
波長帯域のレーザ光を出射する第２の光源部と、前記第２の光源部から出射されたレーザ
光を拡散することにより２次光源を生成する拡散部材と、前記第１の光源部から出射され
た白色光と前記２次光源から出射されたレーザ光とを合波するダイクロイックミラーと、
を備え、前記ダイクロイックミラーは、前記白色光における前記レーザ光に対応する波長
帯域の成分を減衰させるとともに、前記レーザ光に対応する波長帯域の成分が減衰された
前記白色光に対して前記レーザ光を合波する、照明装置。
（２）前記第１の光源部から出射された白色光を略平行光とする第１のコリメート光学系
と、前記拡散部材から出射されたレーザ光を略平行光とする第２のコリメート光学系と、
を更に備え、前記ダイクロイックミラーは、前記第１のコリメート光学系によって略平行
光に変換された白色光と、前記第２のコリメート光学系によって略平行光に変換されたレ
ーザ光と、を合波する、前記（１）に記載の照明装置。
（３）前記第２の光源部から出射されたレーザ光を光ファイバに結合させる結合光学系と
、前記光ファイバから出射されたレーザ光を略平行光とする第３のコリメート光学系と、
を更に備え、前記拡散部材は、前記第３のコリメート光学系から出射されたレーザ光を拡
散することにより２次光源を生成する、前記（１）又は（２）に記載の照明装置。
（４）前記ダイクロイックミラーによって合波された光をライトガイドの入射端に結像す
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るコンデンサ光学系、を更に備え、前記コンデンサ光学系は、前記ライトガイドの入射端
に結像される前記２次光源の像の大きさが、前記ライトガイドの入射端の直径と略同一に
なるように、前記２次光源からの光を前記ライトガイドの入射端に結像する、前記（１）
～（３）のいずれか１項に記載の照明装置。
（５）前記第２の光源部は複数のレーザ光源を有し、前記複数のレーザ光源は、赤色レー
ザ光を出射する赤色レーザ光源、緑色レーザ光を出射する緑色レーザ光源、及び青色レー
ザ光を出射する青色レーザ光源、を少なくとも含む、前記（１）～（４）のいずれか１項
に記載の照明装置。
（６）前記第２の光源部は複数のレーザ光源を有し、前記複数のレーザ光源の駆動がそれ
ぞれ独立に制御されることにより、前記ダイクロイックミラーによって合波された光の色
温度が調整される、前記（１）～（５）のいずれか１項に記載の照明装置。
（７）前記第２の光源部を構成するレーザ光源のうちの少なくとも１つは、観察部位の蛍
光観察に用いられる励起光に対応する波長帯域のレーザ光を出射する、前記（１）～（６
）のいずれか１項に記載の照明装置。
（８）前記第２の光源部から出射されるレーザ光とは異なる波長帯域の光を出射する第３
の光源部、を更に備え、前記第１の光源部から出射された白色光と前記第３の光源部から
出射された光とが合波された光が前記ダイクロイックミラーに入射し、前記ダイクロイッ
クミラーによって、前記第１の光源部から出射された白色光と前記第３の光源部から出射
された光とが合波された光と、前記第２の光源部から出射されるレーザ光と、が更に合波
される、前記（１）～（７）のいずれか１項に記載の照明装置。
（９）前記第１の光源部及び前記第３の光源部はＬＥＤによって構成される、前記（８）
に記載の照明装置。
（１０）第１の光源部から白色光を出射することと、第２の光源部から、前記白色光の波
長帯域に含まれる複数の所定の波長帯域のレーザ光を出射することと、拡散部材によって
前記第２の光源部から出射されたレーザ光を拡散することにより２次光源を生成すること
と、ダイクロイックミラーによって、前記第１の光源部から出射された白色光と前記２次
光源から出射されたレーザ光とを合波することと、を含み、前記ダイクロイックミラーは
、前記白色光における前記レーザ光に対応する波長帯域の成分を減衰させるとともに、前
記レーザ光に対応する波長帯域の成分が減衰された前記白色光に対して前記レーザ光を合
波する、照明方法。
（１１）患者の術野に照射される白色光及び励起光の少なくともいずれかを出力する照明
装置、を備え、前記照明装置は、白色光を出射する第１の光源部と、前記白色光の波長帯
域に含まれる、前記励起光に対応する波長帯域を含む複数の所定の波長帯域のレーザ光を
出射する第２の光源部と、前記第２の光源部から出射されたレーザ光を拡散することによ
り２次光源を生成する拡散部材と、前記第１の光源部から出射された白色光と前記２次光
源から出射されたレーザ光とを合波するダイクロイックミラーと、を備え、前記ダイクロ
イックミラーは、前記白色光における前記レーザ光に対応する波長帯域の成分を減衰させ
るとともに、前記レーザ光に対応する波長帯域の成分が減衰された前記白色光に対して前
記レーザ光を合波する、観察装置。
（１２）前記観察装置は、患者の体腔内に挿入され、前記照明装置からの出力光が内部を
導光されるとともに、前記体腔内の術野に対して前記出力光を照射する鏡筒、を更に備え
る、内視鏡装置である、前記（１１）に記載の観察装置。
（１３）前記励起光よりも長波長帯域であって前記励起光による蛍光の波長帯域を含む光
に基づいて第１の画像を生成する長波長帯域画像生成部と、前記蛍光よりも短波長帯域で
あって前記励起光の波長帯域を含む光に基づいて第２の画像を生成する短波長帯域画像生
成部と、を更に備える、前記（１１）又は（１２）に記載の観察装置。
（１４）白色光による術野の通常観察像が得られる通常観察モードにおいては、前記第１
の光源部及び前記第２の光源部がともに駆動され、前記第１の画像と前記第２の画像とが
合成されることにより、前記通常観察像が得られる、前記（１３）に記載の観察装置。
（１５）前記通常観察モードでは、前記第１の画像のＲＧＢ値と前記第２の画像のＲＧＢ
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値とが足し合わされることにより前記通常観察像が生成される、前記（１４）に記載の観
察装置。
（１６）励起光による術野の蛍光観察像が得られる特殊観察モードにおいては、前記第１
の光源部及び前記第２の光源部のうち前記第２の光源部のみが駆動され、前記第２の画像
が前記蛍光観察像として得られる、前記（１３）～（１５）のいずれか１項に記載の観察
装置。
（１７）白色光による術野の通常観察像と、励起光による術野の蛍光観察像と、が同時に
得られる通常／特殊観察モードにおいては、前記第１の光源部及び前記第２の光源部がと
もに駆動され、前記第１の画像と前記第２の画像とが合成されることにより、前記通常観
察像と前記蛍光観察像とが重ね合わされた画像が得られる、前記（１３）～（１６）のい
ずれか１項に記載の観察装置。
（１８）前記通常／特殊観察モードでは、前記第１の画像のＲ値と前記第２の画像のＧＢ
値とが足し合わされることにより、前記通常観察像と前記蛍光観察像とが重ね合わされた
画像が生成される、前記（１７）に記載の観察装置。
（１９）前記短波長帯域画像生成部は、前記励起光に対応する波長帯域の成分が減衰又は
除去された光に基づいて前記第２の画像を生成し、前記通常／特殊観察モードでは、前記
第１の画像のＲＧＢ値と前記第２の画像のＲＧＢ値とが足し合わされることにより、前記
通常観察像と前記蛍光観察像とが重ね合わされた画像が生成される、前記（１７）に記載
の観察装置。
【符号の説明】
【０２５３】
　１　　内視鏡装置
　２　　顕微鏡装置
　１０、２０、３０、４０、１１００、２１００　　照明装置
　１０１　　第１の光源部
　１０３、１０３ａ　　第１のコリメート光学系
　１０５　　結合光学系
　１０７　　光ファイバ
　１０９　　第３のコリメート光学系
　１１１　　拡散部材
　１１３、１１３ａ　　第２のコリメート光学系
　１１５、１１５ｂ　　ダイクロイックミラー
　１１７、１１７ａ　　コンデンサ光学系
　１１９　　第３の光源部
　１２０、１２０ｂ　　第２の光源部
　１２１Ｒ、１２１Ｇ、１２１Ｂ　　レーザ光源
　１２２Ｒ、１２２Ｇ、１２２Ｂ　　ダイクロイックミラー
　１２５　　第２のダイクロイックミラー
　１３０　　ライトガイド
　１１０１　　レーザラインフィルタ
　１１０３、１１０７　　ハーフミラー
　１１０５、１１０９　　光検出器
　１１１１　　投影レンズ
　１１２０　　制御部
　１１２１　　第１光源部駆動制御部
　１１２３　　第２光源部駆動制御部
　１２００、１２００ｃ　　内視鏡部
　１２１０　　鏡筒
　１２２０、１２２０ｃ、２２００　　撮像ユニット
　１２２１　　光学フィルタ
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　１２２３　　第１の撮像素子
　１２２５　　第２の撮像素子
　１２２７　　第２の光学フィルタ
　１３００　　画像処理装置
　１３０１　　長波長帯域画像生成部
　１３０３　　短波長帯域画像生成部
　１３０５　　観察像生成部
　１３０７　　入力部
　１４００　　表示装置
　１５００　　観察部位
　１５０１　　第１の照射範囲
　１５０３　　第２の照射範囲
　２２２７　　イメージレンズ
 

【図１】 【図２】
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